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（開会 午前９時５８分） 

○議会事務局長（西谷信樹君） 皆様、御起立をお願いいたします。 

互礼 

（一同「おはようございます」） 

○議会事務局長（西谷信樹君） 御着席ください。 

○議長（川本英輔議員） 皆さん、改めましておはようございます。今日は定例会２日

目に入ります。傍聴席の皆様におかれましては、ようこそおいでいただきました。 

  また、コロナ感染予防対策で休止しておりました各小学校６年生児童の傍聴が再開

され、このたびは坂小学校６年生児童の皆さんが４年ぶりに傍聴に来られました。分

からないこともあろうかと思いますが、しっかり議員さんの質問、町長さんの答弁な

ど、分かる範囲内で理解していただきながら、短い時間でありますが、少しでも学習

に役に立てればと思っております。よろしくお願いします。 

  ただいまの出席議員は１１名であります。 

  会議成立のための定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  お手元に配付しております質問通告表のとおり、１１名から１３問の質問事項が通

告されております。 

  なお、本日は安竹議員から欠席届が提出されておりますので、坂町議会会議規則第

６２条第４項の規定により、安竹議員の一般質問の通告は効力を失っております。 

  それでは、順次、発言を許します。 

  なお、質問の際には要点を絞って御発言願います。 

  また、再質問は５問までといたします。 

  ８番光岡美里議員から「防犯機能付き電話の購入設置費へ補助を」について質問願

います。 

  光岡議員。 

○８番（光岡美里議員） 「防犯機能付き電話の購入設置費へ補助を」の件についてお

伺いします。 

  高齢者等を狙った電話による特殊詐欺が毎年のように発生している中、被害抑制に

向けた対策として、防犯機能付き電話の購入補助が各自治体に広がりを見せています。 

  防犯機能付き電話機は着信音が鳴る前に電話をかけてきた相手に「犯罪等の被害防



－42－ 

止のために通話内容を録音します」等の警告メッセージを流します。メッセージを聞

いた犯人は録音を嫌がり、着信音が鳴る前に電話を切ってしまうため、犯人からの電

話が来たことに気づかずに詐欺被害を防ぐことができます。 

  広島県警の発表によりますと、令和５年６月末時点での県内の特殊詐欺被害認知件

数は前年同比で５７件増加の１５８件、うち坂町内はゼロ件、被害額は前年同比８,

７１２万円増加の５億１,０８４万円となっており、増加の一途をたどっています。 

  近年では、特殊詐欺の中でも現金を受け取りに行く受け子を必要とせず、電話だけ

で詐欺行為が完結する還付金詐欺が最も被害件数が多い状況にあります。そのため、

このまま将来にわたって被害を出さないためにも、防犯機能付き電話の普及に取り組

んでいく必要があると考えますが、町当局の考えをお伺いします。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 「防犯機能付き電話の購入設置費へ補助を」の件についてお答

えをいたします。 

  近年の高度情報化や少子高齢化の進行により、消費者を取り巻く環境は大きく変化

し、商品や選択の幅が広がり、便利になる反面、消費者問題も複雑・多様化し、手口

も巧妙化しています。 

  このことを踏まえ、本町では平成２２年度から消費生活相談窓口を設置し、相談に

対する問題解決のための助言やあっせんを行うとともに、防災行政無線による注意喚

起や被害を未然に防止するための情報提供など、消費者の正しい選択につながる情報

を提供しているところでございます。 

  御質問の、特殊詐欺による被害を出さないためにも防犯機能付き電話の普及に取り

組む必要があるについてでございますが、町といたしましても特殊詐欺による被害が

年々増加していることに対し、被害を未然に防止することが特に高齢者世帯の保護や

安全・安心につながると考えており、県費補助の消費者行政活性化事業を活用しなが

ら取り組むこととし、昨日、補正の御承認をいただいたところでございます。 

  補助事業の対象者は６５歳以上のみの世帯、３０世帯分でございますが、利用状況

に応じて来年度以降も引き続き事業実施をしてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

  事業の開始時期は、補助要綱等を定めた後、１０月をめどに実施する予定といたし

ております。その際には、消費生活相談員や民生委員、社会福祉協議会、住民福祉協
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議会などを通じて消費者にしっかり説明をしていき、消費者保護の効果が発揮できる

よう努めてまいります。 

  引き続き、消費者行政担当部署、福祉関係、医療・保健関係、警察・司法関係及び

学校・教育関係など、町内外における関係部署間との連携を深め、消費者行政の強化

に努めてまいります。 

  御理解のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（川本英輔議員） 光岡議員。 

○８番（光岡美里議員） 補助を望んでおられる声を複数いただいておりますので、大

変喜ばれる事業であると感じております。 

  そこで、支給対象についてお伺いします。 

  ６５歳のみの３０世帯が支給対象というふうになっておりますが、町内の６５歳以

上の総世帯数は何世帯でしょうか。 

○議長（川本英輔議員） 川上産業建設課長。 

○産業建設課長（川上宏規君） お答えいたします。 

  ６５歳以上のみの世帯でございますが、８月末時点で１,９４５世帯でございます。 

  以上です。 

○議長（川本英輔議員） 光岡議員。 

○８番（光岡美里議員） 支給対象を３０世帯分とされていますが、６５歳以上のみの

世帯が１,９４５世帯ある中で、３０世帯とした算出根拠をお聞かせください。 

○議長（川本英輔議員） 川上課長。 

○産業建設課長（川上宏規君） お答えいたします。 

  現在、こちらの補助を行っております関係市町の今年度の交付申請状況を調査いた

しました結果、また、近隣の町の対象世帯が大体２０件から３０件ということでござ

いまして、現在の申込みが８月末時点で約６５％から８０％いうような形になってお

ります。そちらで半年間でほぼ当初の見込んどる件数が見込まれるということから、

あと残るこの半年間で町のほうは３０世帯を、３０件についてやっていこうというこ

とで決めております。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） 光岡議員。 

○８番（光岡美里議員） では、補助の内容についてお伺いします。 
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  補助額は１世帯当たり幾らかですとか、上限や補助率などをお聞かせください。 

○議長（川本英輔議員） 川上課長。 

○産業建設課長（川上宏規君） お答えいたします。 

  消費者行政活性化事業につきましては、県の補助事業でございまして、防犯機能付

き電話機や、今ある電話に附属として取り付ける自動録音装置、こちらの購入した費

用に対して２分の１を補助いたします。上限額は１万円といたしておるものでござい

ます。件数につきましては、先ほど申しました３０件でございます。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） 光岡議員。 

○８番（光岡美里議員） ６５歳以上のみの世帯が１,９４５世帯であることを考える

と、３０世帯以上の申込みがある可能性もあるのではと考えます。予算以上の申込み

があった場合は今年度内で対応してもらえるのか、あるいは来年度に持ち越されるの

か、御対応をお聞かせください。 

○議長（川本英輔議員） 川上課長。 

○産業建設課長（川上宏規君） お答えいたします。 

  現在、電話機へ取り付けます自動録音装置のお値段が定価で約１万円から１万４,

０００円、録音機能付きの電話機自体の定価が１万３,０００円から２万円程度でご

ざいます。こちらを半額の補助をした場合に、上限額にはいかないということで、１

万円を上限とした場合に、現在、３０万円の予算がございますが、若干その世帯数が

現在の３０世帯よりは多めにいくことも見込んでおります。また、それでも足らない

場合には、申請状況を確認しながら、県のほうに現在の補助金が余っておるようであ

れば、変更申請等を行いまして、活用をいたしたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（川本英輔議員） ４番池脇雅彦議員から「小中学校における学力向上の取組に

ついて」質問願います。 

  池脇議員。 

○４番（池脇雅彦議員） 「小中学校における学力向上の取組について」お伺いします。 

  本年７月３１日に文部科学省は全国学力テストの結果を公表しました。広島県の平

均正答率は、中学３年生が英語と数学で全国平均を下回り、国語は平均水準、小学６

年生は国語、算数ともに全国を上回りました。 
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  このような中、坂町は県内２３市町村別の平均正答率において、中３の国語、数学

でともに第１位、小６の算数で第１位、国語で第２位、小中学校ともに大変すばらし

い結果を出しました。 

  坂町第５次長期総合計画で設定した全国平均値比較プラス５％の目標値についても、

中３の英語を除いて小中学校ともに大きく目標値を上回っています。特に中学校につ

いては、令和元年度と比較して、国語はマイナス３ポイントからプラス５.２ポイン

ト、数学はマイナス２ポイントからプラス１２.０ポイントと飛躍的に向上していま

す。 

  そこで、教育委員会にお尋ねします。 

  １点目、今回の結果についてどのように評価・分析されましたか。校種別でお答え

ください。 

  ２点目、今後も継続的に学力を維持していくためには、新たにどのような取組が必

要であるとお考えですか。校種別でお答えください。 

○議長（川本英輔議員） 枝廣教育長。 

○教育長（枝廣泰知君） 「小中学校における学力向上の取組について」の件について

お答えします。 

  文部科学省が全国の悉皆調査として実施される全国学力・学習状況調査が令和５年

４月１８日に行われました。対象は全国の小学校第６学年、中学校第３学年で、今年

度の調査内容は小学校が国語と算数、中学校が国語と数学と英語でございました。出

題範囲は、調査する学年の前の学年までに含まれる指導事項を原則とし、出題内容は

それぞれの学年・教科に関し、１、身につけておかなければ、後の学年等の学習内容

に影響を及ぼす内容や、実生活において不可欠であり、常に活用できるようになって

いることが望ましい知識・技能等、２、知識・技能等を実生活の様々な場面に活用す

る力や、様々な課題解決のために構想を立て、実践し、評価・改善する力等に関わる

内容でございます。 

  この学力調査により測定できるのは、学校における教育活動の一側面であることを

踏まえ、現在、各校において分析を進めている状況でございます。 

  御質問１点目の、今回の結果についてどのように評価・分析されましたか。校種別

でお答えくださいにつきまして、小学校の国語においては、話すこと・聞くこと、書

くこと、読むこと等の全領域についてバランスよく力がついておりました。算数にお
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いても、数と計算、図形等の全領域について全国平均値を上回り、全ての領域におい

て、バランスよく力がついておりました。 

  中学校については、国語、数学においては小学校同様、全領域について全国平均値

を上回り、全ての領域においてバランスよく力がついておりました。英語においては、

特に聞くことについて課題が見られました。 

  本町は礼節を重要視することにより、授業に集中して取り組める環境が保たれてお

り、また、児童生徒と教職員、児童生徒相互の信頼関係を構築するよう努めておりま

す。 

  こうした中、意見交換を大切にする雰囲気ができ、児童生徒の学ぶ基盤づくりに寄

与していると捉えております。 

  御質問２点目の、今後も継続的に学力を維持していくためには新たにどのような取

組が必要であるとお考えですか。校種別でお答えくださいにつきましては、先ほど御

説明いたしました分析に基づく課題に対応するため、学校種ごとに取り組んでまいり

ます。 

  その方法といたしましては、小中学校共通してＩＣＴ環境を最大限に活用するとと

もに、電子黒板やデジタル教科書等の新たな教材や学習活動等も積極的に取り入れ、

「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実に努めてまいります。 

  また、これからの予測困難な時代を生き抜くため、解き方があらかじめ定まった問

題を効率的に解ける力を育むだけでなく、獲得された知識を礎としながら、発達段階

に応じて、自ら問いを立てて解決を目指していけるよう、課題解決型の教育を進めて

おります。 

  今後も、全ての基盤となる「礼節を基本とした教育」を引き続き推進し、子供たち

の確かな学力の定着を図ってまいります。 

  御理解、御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（川本英輔議員） 池脇議員。 

○４番（池脇雅彦議員） 今回公表された結果ですけれども、教育委員会としての分析、

あるいは学校、その他もあろうかと思いますけど、まだこれからそういった分析がな

されるということですので、これはお願いしたいというふうに思っております。 

  こうした子供たちの活躍、今日も傍聴に来られていますけれども、私たち町民にと

りましても大変うれしく、また、誇りに思っています。今日、傍聴席におられる小学
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６年生の皆さん、ぜひ中学生になっても頑張ってください。よろしくお願いします。 

  さて、今回は学力成績がクローズアップされています。先ほどの御答弁にありまし

たとおり、今回の学力という側面というのは学校教育活動における一側面であると私

も感じております。 

  こうした中で、坂中学校は昨年度はサッカー部が県大会で優勝し、また、本年度は

８月の中国大会において陸上競技部が男子４００メートルリレーで優勝するなど、運

動部においてすばらしい競技成績を上げています。これは文化活動の部も一生懸命や

られていると思いますが、こうした文武両道の活躍について、教育長はどのようにお

感じになられていますか。 

○議長（川本英輔議員） 枝廣教育長。 

○教育長（枝廣泰知君） 文武両道の教育ということでございますが、本町は礼節を大

切にしていく、礼節を基本とする教育を一つ大きな柱にしております。これによって、

学業面であれば、例えば授業に集中するであるとか、宿題を頑張る、また、試験も最

後までしっかり解くといったような姿勢を子供たちが身につけてくれてきているもの

と考えております。 

  また、部活動においても、これは特に仲間づくりの面も大きいわけでございますけ

れども、しっかりと自分の記録を伸ばすのみならず、周りとの協調性、そういったも

のも育んでいける、これが礼節を基本とした教育の本質でございますので、総合的に

これからも子供たちには友達や先生との信頼関係の中でしっかり仲間づくり、学業、

部活動に励んでもらいたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（川本英輔議員） 池脇議員。 

○４番（池脇雅彦議員） 力強いお言葉であると思います。 

  それで、吉田町長、この子供たちの頑張りについて、どのようにお感じになってる

かちょっと一言いただけますでしょうか。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 今、教育長が申したとおりでありますけれども、子供たちもし

っかり勉学のほうも、あるいはまた部活動のほうも、体育、文化を問わず一生懸命前

を向いて頑張っておるというふうに認識をいたしております。 

  これからも、やはり子供は我々の宝でございますし、将来を担う人材にもなってく
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るわけであります。そのためにも、可能な限り教育環境の整備にも行政の立場からし

っかり努めていきたいというふうに思っております。頑張ってくれると確信をいたし

ております。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） ９番中川ゆかり議員から「広島呉道路４車線化に係る町道整

備について」質問願います。 

  中川議員。 

○９番（中川ゆかり議員） 「広島呉道路４車線化に係る町道整備について」の件をお

伺いします。 

  広島呉道路４車線化事業は４車線化に伴う代替機能などの機能強化が図られ、防災

面では地域との連携により重要な役割を果たすと考えられています。 

  また、安全性や定時制の確保、観光や流通の面においても、地域の活性化や利便性

の向上に大きく貢献することが期待され、坂工区においては令和４年３月に工事着手

され、令和８年完了予定に向けて進められています。 

  この工事に伴い、植田第２高架橋に係る町道植田６号線は、現在、一部通行止めと

なっており、工事完了後には植田本線側が階段になるとお聞きしており、これまでの

形状より利用しにくくなることに大きな不安を感じていると近隣住民から伺っており

ます。 

  植田６号線を階段にせず、道路幅員を広げ、植田１号線や植田４号線を利用し、植

田本線や側道線に車両が通れるようにしていただきたい。近隣住民や土地所有者は協

力的かつ前向きな考えをお持ちです。 

  この付近は空き家、空き地も多く、人口減少対策にも寄与するのではないかと考え

ます。 

  町当局のお考えをお伺いします。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 「広島呉道路４車線化に係る町道整備について」の件について

お答えをいたします。 

  広島呉道路は平成３０年７月豪雨により大規模な土砂崩壊が発生したことにより、

ＪＲ呉線、国道３１号も通行止めとなり、救援活動や復旧に支障を来すとともに、国

道３１号では交通集中により連日大渋滞が発生し、地域社会や地域経済に大きな影響
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を与えたことから、暫定２車線区間の機能強化による防災・減災対策として、平成３

１年３月に４車線化が事業化され、工事を進めているところでございます。 

  御質問の、植田第２高架橋の建設に影響する町道植田６号線の復旧計画につきまし

ては、西日本高速道路株式会社が階段にする計画で提出をされておりますが、復旧後

の町道管理において、復旧前に近い幅員や道路勾配で管理したいと考えておりますこ

とから、再度、西日本高速道路株式会社と協議を行っているところでございます。 

  また、町道植田６号線の延長は約１３５メートル、幅員は町道植田本線と接続する

起点から４０メートル地点までは車両が通行可能な３.８メートルから２.３メートル、

それ以降の約９５メートルは１.５メートル程度でございます。車両を通行させるに

は２.５メートル程度が必要ですが、拡幅に当たり、一部の区間では高低差が大きく、

用地の確保も難しい箇所があることや、植田６号線の沿線の土地利用につきましても、

今後の変化はほとんどないものと考えておりますことから、現在進めております都市

防災総合推進事業や通学路緊急対策推進事業などを優先をして道路事業に取り組んで

まいります。 

  御理解のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（川本英輔議員） 中川議員。 

○９番（中川ゆかり議員） まずは階段ではなく、復旧前に近い幅員や勾配で管理した

いということで、まず安心しました。 

  勾配については、植田１号線の狐田方面から４号線へ入る入り口とか、西本宅の前

なども十分に勾配はきついので、６号線の勾配も十分に可能だと思います。車両道に

可能な勾配について分かりやすく説明をお願いします。 

○議長（川本英輔議員） 川上産業建設課長。 

○産業建設課長（川上宏規君） お答えいたします。 

  車道の勾配ということでございますが、道路構造令というものによりますと、道路

を新設などをする場合には、安全かつ円滑な通行を確保できる道路構造の技術基準を

定めたものでございまして、平成２３年の道路構造令の改正のときに地方自治体への

条例委任がございます。そのときに、平成２４年に坂町のほうも町道の構造の技術的

基準等を定める条例を施行いたしております。その町で定めた条例におきましても、

勾配につきましては最大で１２％ということでございまして、道路構造令の最大値と

同じでございます。 
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  現在、議員さんおっしゃられたような植田１号線でありますとか、４号線もござい

ますが、大体１５％程度やはりございまして、４号線につきましては１５％から２

１％ございます。 

  今回、この植田６号線につきましても、１５％から２１％の勾配となっておりまし

て、安全で円滑な通行というものは現状では確保されてないような状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） 中川議員。 

○９番（中川ゆかり議員） 丁寧な説明ありがとうございます。 

  しかし、ちょっとパーセントで言われたので、角度とかで言っていただいたほうが

分かりやすかったかなというふうに思いました。 

  拡幅に当たり、高低差が大きくて用地の確保が難しい箇所があると答弁でおっしゃ

ってましたが、私が現地視察したところでは、現在、上下に宅地がある箇所なども御

協力いただけるというふうに聞いておりますが、これについてはいかがでしょうか。 

○議長（川本英輔議員） 川上課長。 

○産業建設課長（川上宏規君） お答えいたします。 

  答弁で申しましたその用地の確保が難しい箇所といいますのは、植田本線を入り口

として上に上がっていって、大体６０メーターぐらいの辺りに、１軒目に道路の上側

におうちがございます。その向かい側が一段下がったところへもう１軒おうちがござ

いまして、そこの道幅は１.５メートル程度でございます。高低差が３メーターを超

えておりますことから、現在、歩行者でありますとか自転車、バイク等が通られよる

とは思うんですが、現在の今の道路の構造物が石積みでちょっとしっかりした構造物

ではございません。車両を通すとなりますと、そちらの構造物いうものはやっぱり安

定した構造に変えていかなきゃいけない。その３メーターを超えた場合に、例えばブ

ロック積み等で施工した場合には、１メートルの高さに対して５０センチほど寝かす

ような勾配、いわゆる５分という勾配でございますが、こちらのほうでやっていかな

きゃいけないいうことで、１.５メートル程度の用地が道路の肩から必要になってま

いります。 

  下側の土地につきましては、今、道路の石積みから家屋までが約１.５メートル程

度ぐらいしかございませんので、そちらを構造物で造ろうと思ったら、家の基礎にか

かってくる可能性もございます。上のり側のお宅につきましても、道幅を広げて、ま
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た擁壁をつき替えるというような工事もかかってきますことから、用地がかなり縮小

されてくるということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） 中川議員。 

○９番（中川ゆかり議員） 先ほど課長がおっしゃってた、住んでられる住居がござい

ます。その方も言われるのには、いや、うちは土地を家のぎりぎりまで出してもええ

んじゃ。あの石垣を直せ言われるんじゃったら、うち方が直すよというふうなすごい

積極的な考えをお持ちだということはお伝えしておきます。 

  次の質問ですけど、現在、西日本高速道路と協議を行っているということですが、

そもそも地域住民への説明会等を行うべきだと思いますが、その点はどのように考え

ておられるのでしょうか。 

○議長（川本英輔議員） 川上課長。 

○産業建設課長（川上宏規君） 地域住民への説明会ということでございますが、ＮＥ

ＸＣＯ西日本さんもそういった説明会等は順次しておるところでございますが、今回、

そういった今の階段を先に計画をされたということで説明に行った際には、住民説明

会は必要ないというようなことでございまして、そうではやっぱり皆さんに周知がで

きないというふうに町も考えております。 

  今の高架下のＮＥＸＣＯさんの土地を有効に活用して、今、６号線の復旧の計画を

検討していただいております。こちらのほうが計画がまとまりましたら、そういう旨

をＮＥＸＣＯ西日本さんのほうへ働きかけて、説明会のほうをしていただくようにお

願いしてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（川本英輔議員） 中川議員。 

○９番（中川ゆかり議員） 有効な手だてをいろいろ考えていただきたいなと思います。

決まってから住民に報告するのではなく、こういうふうにしようと考えているが、ど

うかみたいな、お互いの考えというか、通るのは、道を造るのはＮＥＸＣＯさんでも、

そこを利用するのは近隣住民ですので、しっかり声を聴いてあげてほしいなというふ

うに今の答弁をお聞きして感じました。 

  答弁に６号線の沿線の土地利用についても、今後、変化はほとんどないものと考え

られるというふうにありましたが、このたび質問させていただいたのは、６号線界隈
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の空き家や畑を含めた地域住民の方々、また、４号線の近隣住民や空き家、農地所有

者の要望はもちろんのことですが、さらには、４号線を利用し、デイサービスの送迎

などをしている軽自動車など、現在だけの利用者だけではなく、すぐには利活用には

結びつかないかもしれませんが、１０年後、２０年後を見据え、親から子へ、子から

孫へとつなげていきたいという思いから、私有地の協力を惜しまず、長い目で見た６

号線の近辺だけでなく、その周辺にお住まいの方々の利便性や活用を考えてのことだ

と思っております。 

  先ほどから答弁いただきますと、難しいというような前向きな答弁ではありません

が、この地域住民の思いを御理解していただいた上で、西日本高速道路と協議してい

ただき、地域の声も聞いていただきたいと思います。 

  また、坂町にはこのような町道が多くあることも皆さん周知のことと思いますので、

６号線を試験的に車両道に整備してみてはいかがでしょうか。町長に答弁いただきた

いと思います。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） この案件につきましては、いろいろ報告を受けておりますけど

も、全体的に確かにおっしゃるとおり坂町内は道路が狭隘ということになっておりま

す。これらを全体的に整備をしていくためには、やはり確固たる財源も必要になって

くると思うんですよね。そういう観点もしっかりまた、いつも私の施政方針の中にも

入れておりますけども、どうしても必要になってくるいうことになると、より多くの

町民の皆さんのやはり御理解、合意、コンセンサスをしっかり取った上で、やっぱり

財源の捻出をどうあるべきかいうことを考えながら、そして将来にわたって、１０年

後、２０年後、３０年後の坂町をどういうふうにつくっていくかということを一体的

に考えていかなければならないのかなというふうに思っておりますし、また今の植田

のこの案件につきましても、道路ができたらどういうふうな地域の方はまちづくりを

しようとしておられるんかということもしっかり受け止めながら、総合的に判断をし

ていければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 坂小学校児童の皆さんの入替えを行いますので、暫時休憩い

たします。 

  再開は１０時５０分とさせていただきます。 
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（休憩 午前１０時４１分） 

（再開 午前１０時５０分） 

○議長（川本英輔議員） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） １１番奥村冨士雄議員から「広島文化学園大学との包括連携

協定締結を」について質問願います。 

  奥村議員。 

○１１番（奥村冨士雄議員） 「広島文化学園大学との包括連携協定締結を」について

質問いたします。 

  今年７月、府中町と広島文化学園大学が災害時や防災教育に関する協力協定を締結

しました。先を越された感がします。平成２９年に広島修道大学と包括連携協定を締

結していますが、６年を経過している中、その実績はどうなのでしょうか。 

  広島文化学園大学のキャンパスがある呉市や広島市安佐南区は、既に大学との包括

や連携協定を結んでいます。町内には人間健康学部のキャンパスのある坂町は連携協

定は結んでおりません。大学とは既に１９年前からの町内小学生を対象にした「キッ

ズ起業家育成塾」、１５年前から産学官連携の月イチの「ようよう坂町ウオーキング」

をはじめ、町内各種イベントでの企画・協力や社会福祉事業でのボランティア活動、

さらに、最近では坂町まちかど特派員など、個々の連携協力は行っています。 

  議会でも、今後、大学との意見交換会やインターンシップとして議会だより編集な

どでの連携協力を検討しています。 

  これまで培ってきた協力連携の実績を今まで以上に強化し、大学の持つ知的資源と

学生パワーをさらに活用し、坂町が災害時のみならず、まちづくりや健康、スポーツ、

文化、地域福祉など、地域活性化のさらなる推進を図るために包括連携協定を結んで

はいかがでしょうか。町当局の見解をお伺いします。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 「広島文化学園大学との包括連携協定締結を」の件についてお

答えをいたします。 

  包括連携協定とは、地域課題に対し自治体と民間企業が解決に向け相互協力をして

いく意思表示のことで、様々な分野における連携事業を継続して推進していくための

協定となっております。 
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  御質問１点目の、広島修道大学との協定の実績についてでございますが、坂町と広

島修道大学は平成２９年３月、地域活性化の推進、教育・文化・生涯学習活動の推進、

地域福祉・健康づくりの推進、環境共生社会づくりの推進、人材の育成・交流等を連

携協力事項と定めた包括連携協定を締結をいたし、協定締結後は学生が坂町の長期総

合計画策定、情報発信、広報、空き家等に関する業務を体験実践し、坂町からは自治

体行政実務講義を大学で行う等、毎年、相互に連携協力し、事業に取り組んでおりま

す。 

  一方、広島文化学園大学の町内における活動といたしましては、広島ベイマラソン

大会、坂町悠々健康ウオーキング大会、坂町まちかど特派員、また、各種団体が主催

するイベントやボランティア活動に積極的に参加をしていただいており、大変感謝を

いたしております。 

  御質問２点目の、広島文化学園大学と包括連携協定を結んではについてでございま

すが、本町ではこれまでも各種団体、事業者と行政が一体となって協働のまちづくり

を推進をしてまいりました。このことから、広島文化学園大学とは今後につきまして

も、包括的な連携よりもそれぞれの分野で連携を深めながら取組を進めていくことが

望ましいものというふうに考えております。 

  御理解と御協力のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（川本英輔議員） 奥村議員。 

○１１番（奥村冨士雄議員） 以前も包括連携協定を結んだらどうかということも質問

したことがあるんですが、どうも何か町長が難色示すようなんですね。 

  修道大学との包括連携協定、いろいろなここへ説明るるありましたけども、いろん

な各方面での連携協定をしていくという中で、実績がそれぞれあるんだというような

説明だったんですが、よく町が言われるのは、数値目標とか実績を数値でというよう

なことがあるんですが、そういったことが実績として出てきてないわけですよね。例

えば主要施策やなんかの中にそういったものがあれば、どういった連携がされとるか

いうのがよく分かるんですが、例えばこのたびベイサイドビーチにモンベルがオープ

ンしましたけども、モンベルとは一昨年ですかね、これも包括連携協定を結んどるよ

うなんで、そういった包括連携協定を結んどるところについては、実績の数値をやっ

ぱり示していく必要があるんじゃないかと思うんですが、そこはどうでしょうかね。 

○議長（川本英輔議員） 車地総務部長。 
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○総務部長（車地孝幸君） お答えいたします。 

  広島修道大学との連携協定で、例えば数値というお話もあったんですけども、特に

広島修道大学と連携することによって、何かの今の数値目標を設定しているわけでは

ございませんので、かなり実績は、町長答弁もありましたように実績はございますけ

ども、特に主要な施策の成果のほうに載せていってないので、今後、どのようなこと

で、そういった連携しているところと、そういった見える、主要な施策の成果でどの

ような表現をしていけるかというのは、ちょっと検討させていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） 奥村議員。 

○１１番（奥村冨士雄議員） それで、先ほどの中でいろいろ坂町の場合には文化学園

大学の学生とか先生にいろいろとお世話になっとるというのは目に見えるわけですが、

さっき申しましたように修道大学の部分については目に見えんのんで、目に見える形

でやっぱり実績を公表してほしいというふうに思うなんわけです、検討されるという

ことなんで。 

  様々な分野で連携をしていくということなんですが、確かに現状ではいろいろとや

って、協力いただいたのは本当にありがたいことだろう思うんですが、やっぱり町内

にある大学であって、これをやっぱり最大限に生かさにゃいけんのんじゃということ

で、府中がこのたび、府中町が先を越されたというような感じがするんですけども、

協定を結んでいくということがあると。既に呉市とか、キャンパスのある呉市とか、

呉市は包括連携協定を結んでおります、呉市の商工会議所ですね。それから、安佐南

区についても連携協定を結んどるという中で、坂町だけが連携協定を結んでないと。 

  様々な分野で今までどおりに協力をということなんですが、木に例えれば、それぞ

れの分野いうのは枝じゃろう思うんです。やっぱり幹という、連携協定という幹があ

って、枝葉があって、実りがあるんじゃないかというふうな気がするんですけども、

各分野でばらばらに連携していくいうんじゃなくて、やっぱり一本の筋を通してやっ

ていくという必要があるんじゃないかというふうに思っています。 

  何で連携協定ができんのんかと。様々にやればいいじゃないかということなんです

が、やっぱり坂町対文化学園大学という形で一つの幹に対して取り組んでいくという

ようなことが必要じゃないかというふうに思っておりますが、そこら辺はどうなんで

しょうかね。 
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○議長（川本英輔議員） 車地部長。 

○総務部長（車地孝幸君） 文化学園大学さんには、御承知のように、町内のイベント、

ボランティア活動に参加いただいておりまして、また、第５次長期総合計画の策定ま

ちづくり懇談会には学校関係者の方に出席いただいております。また、坂町子ども・

子育て会議、坂町障害福祉サービスの施設整備運営契約候補者の選定委員として、特

に教授の方に参加していただいており、大変感謝申し上げている次第でございます。 

  それぞれ町内にある大学ということで、いろいろな分野で連携をしておるところな

んですけども、今の連携協定を結んだから幹ができるというか、その辺がまたいろい

ろ考え方はあろうかと思いますけども、現在、坂町の状況においては、町におきます

各分野、各テーマ、課題においてそれぞれ、今、文化学園大学と修道大学のお話があ

りましたけども、それ以外に例えば防災部門や教育部門では広島大学の大学院の教授

にお世話になっておりますし、以前の町誌編さんでいけば、県立大学の先生にも執筆

いただいておりますし、ハードの関係では広島工業大学の先生にも大変お世話になっ

ております。町におきます各分野、各テーマ、課題において、それぞれ広く連携を取

らせていただいている状況にはございますけども、繰り返しの答弁になりますけども、

今後もそれぞれの分野で連携を深めながら取り組んで進めていきたいと思っておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） 奥村議員。 

○１１番（奥村冨士雄議員） 今、広大とか県立大学とか工業大学とかあったんですが、

一つの分野でお世話になったいうことはあるんですが、様々な分野でお世話になる中

で、例えば窓口が様々にあって、誰がどこへ言うてったらええかいうのがなかなか分

かりにくいわけですよね。だからやっぱり包括連携を組んでいって、窓口を一本化す

るということも一つじゃないかと思うんですが、特に私は坂町にあるのがスポーツ、

福祉とかそういった面があるわけでして、ほかには長束のほうには看護学科とか、子

供の教育とか、それから食品の関係もあるんで、特産品の開発やなんかもできるし、

呉には看護学科やなんかがあってから、いろいろな活動が、連携の取組ができるんじ

ゃないかと思うんですが、ここの大学だけでなしに、特にここの坂キャンパスについ

てはスポーツとか健康福祉というようなことがありますんで、坂町が推進しているウ

オーキング、あるいは健康とか福祉について専門的に取り組んでいただきたいいうよ
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うな気持ちで、例えば月イチウオーキングに加わっていただいたり、それから教育の

面ではキッズ起業家ということで長年やっとるわけなんですが、それから、今、情報

発信ということで、まちかど特派員というようなことでやっておられるんで、それを

それぞればらばらでやるんじゃなくて、やっぱり包括的に文化学園大学へもうちょっ

とこういうところも取り組んでいただこうというようなことが必要じゃないか思うん

ですよね。だからばらばらに取り組んで連携するいうんじゃなくて、包括連携として、

例えば窓口を一本化するとかいうような形でしていく必要があるんじゃないかと。何

で、例えばモンベルができて、修道大学ができて、地元にある文化学園大学ができん

のんかというのが非常に不思議なんですよね。そこらはどうでしょうかね。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 暫時休憩いたします。 

（休憩 午前１１時０３分） 

（再開 午前１１時０３分） 

○議長（川本英輔議員） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 言われることもよく分かります。これまでもあらゆる面で広島

文化学園大学さんとも協力をしながらまちづくりも進めてきておりますし、今、総務

部長が申しましたように、分野ごとで、例えば教育の分野では広島大学さんにお世話

になったりとか、あるいはまた、ハードの関係では、例えば広島工業大学さんにお世

話になりましたよとか、あるいは広島県立大学さんにもお世話になっておりますし、

また今からの話でございますけど、防災関係では、今、関東のほうの某大学さんから

も一緒に連携してやりたいというようなお話も来ております。積極的にやはり町のほ

うへもアプローチをしてこられまして、私も直接某大学さんも何回かお会いを、東京

から来られて、坂町へ来られていろんな話をさせてもらっております。やはりそうい

う中で、意思の疎通というものがある程度図られることになると思うんですけども、

いろいろお世話になっておりますけれども、これからもそういうことも含めて、広島

文化学園大学さんともしっかり意思の疎通を図りながら取り組んでいければというふ

うに思っております。 

  それともう一点、今、文化学園大学さんにも福祉の分野で、実を言いますと、ある
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方が私のところへ来られまして、話をいろいろ聞きまして、これは全くいいことだな

ということで、今、坂町の社会福祉協議会ともあることで連携をするように結びつき

を、私が社協の会長のときですけどもしております。 

  いろいろなことでこれからも意思の疎通をしっかり図れるように取り組んでいきな

がら、この分野なら広島文化学園大学さんと連携をしてもいいなということが見いだ

せるようにお互いに努めていければというふうに思っておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

○議長（川本英輔議員） １０番柚木 喬議員から「免許証返納について行政の方針を

聞く」について質問願います。 

  柚木議員。 

○１０番（柚木 喬議員） 「免許証返納について行政の方針を聞く」でお尋ねします。 

  高齢者の事故を守るため、免許証返納は必須とされ、代替え手段として循環バスの

運行による移動手段の確保やシニアカー（電動車椅子）の活用等が返納後の移動手段

として大きな役割を果たしております。行政の考え方や方針をお聞きします。 

  １点目、運転免許証返納についての行政方針をお聞きします。 

  ２点目、添付資料１については、広島県ホームページに令和５年６月７日現在とし

て掲載されております。広島県内８市町が運転免許証返納に対しての特典を提示して

います。本町は空白でありません。このことをどう思われますか。 

  ３点目、添付資料２については、海田町の事例を提示しております。海田町では行

政以外の民間事業所が協力している記述がございます。このことの本町の見解をお聞

きします。 

  ４点目、循環バスの運行がない空白地域への運行を早急に実施し、返納の特典とし

て循環バス回数券を差し上げることや、タクシー券配布を考えたらどうかの見解を伺

います。 

  ５点目、シニアカー（電動車椅子）の町の補助について見解を伺いたい。 

  なお、この質問につきましては、資料として資料１、資料２の２枚を添付しており

ます。よろしくお願いします。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 「免許証返納について行政の方針を聞く」の件についてお答え

をいたします。 
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  高齢者の運転免許証自主返納制度は、高齢者が関連する交通事故が多発することか

ら、平成１０年に道路交通法の一部改正により制定されたものでございます。 

  御質問１点目の、運転免許証返納についての行政方針を聞くについてでございます

が、運転免許証の返納は高齢者の交通事故防止につながる有効な手段の一つであると

考えております。このため、第１１次坂町交通安全計画では、運転免許証自主返納制

度の周知や返納しやすい環境の整備等を盛り込み、取り組んでおります。 

  御質問２点目の、県内８市町の自治体で運転免許証返納に対して特典を提示してい

ることについてどう思うのかについてでございますが、各自治体によって地域交通の

事情が異なるため、その自治体の実情に合った施策を講じておられると考えておりま

す。 

  御質問３点目の、海田町の事例についての見解についてでございますが、運転免許

証返納者に対する支援事業所は広島県に登録した支援事業所の所在地を基に掲載され

ているもので、坂町内には該当する事業所がないというものでございます。 

  御質問４点目の、循環バスの運行がない空白地域への運行を早急に実施し、返納の

特典として循環バス回数券を差し上げることや、タクシー券配布を考えたらどうかに

ついてでございますが、町内の道路は幅員が狭い箇所が多く、現在、循環バスが安全

に通行できる経路において運行をいたしているところでございます。こうした中で空

白地域への運行につきましては、今後も安全面を念頭に、皆様の御意見、また、地域

の御意見等を賜りながら利便性の向上に努め、引き続き検討してまいりたいと考えて

おります。 

  また、返納の特典として循環バス回数券を差し上げることや、タクシー券配布を考

えたらどうかにつきましては、運転免許証を自主的に返納された方だけに特典を支給

することは公平性に問題があると考えております。また、坂町循環バスは大人１５０

円、こども７０円の一律料金といたしており、低額で誰もが利用しやすい設定として

おりますことから、今後も制度への御理解をお願いするよう広報等で周知を行ってま

いります。 

  御質問５点目の、シニアカーの町の補助についての見解についてでございますが、

現在、令和６年度からの高齢者保健福祉計画策定に当たり、日常生活圏域ニーズ調査

を実施をいたしております。その調査の結果、シニアカーに対する補助金等の要望が

あった場合は検討する必要があるというふうに考えております。 
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  御理解のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（川本英輔議員） 柚木議員。 

○１０番（柚木 喬議員） まず入り口、今回、これは、以前、私がちょっと質問した

内容から、令和元年頃ですか、３月の定例会でさせていただいたんですが、その中で

あったこととちょっと矛盾じゃないけど、引き続き、町長の方針としてどうなんだと

いうことをちょっと確認したいと思います。 

  つまり答弁に今いただきましたように、第１１次坂町交通安全計画によって前向き

にこれは進めていくというふうなことで町長ええんじゃないかと思うんですね。それ

で公平性の問題があるんで、一部の高齢者のために金を使わない、言葉がいろいろと

あるかと思うんですが、金を使わない。したがって、返納についても高齢者の特典は

考えてないというようなことが重ねて今回答弁がございましたね。このことは従来か

ら修正はされてないいうことで町長よろしいんですね、これ。確認を一応させてくだ

さい。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 今、おっしゃられることについては、修正は考えて今のところ

はおりません。先ほども申しましたように、やはり高齢者の方、マイカーを持ってな

い方もたくさんおられるわけですね。坂町の場合は何％だったかな、ちょっと民生部

長が答えますんで、すみません、よろしくお願いします。 

○議長（川本英輔議員） 藤本民生部長。 

○民生部長（藤本大一郎君） 失礼いたします。 

  先ほど来、免許返納者に特典を与えることが公平性が保たれていないという考え方

なんですけども、坂町の６５歳以上の人口が３,８０８人おりまして、免許を持って

おられる方が１,８４２名おられます。免許の保有率は４８％でございます。これは

県内においても保有割合が最も低い自治体となっております。６５歳以上の方で半数

以上の方は免許をお持ちでないというような状況の中で、他の自治体が行っているよ

うなサービスをするということは、公平性が保たれているとは言えないと考えており

ます。 

  ちなみに優遇制度を実施しております自治体である世羅町さんにおきましては、今

の６５歳以上の人口に対する保有率は６８％ということでかなり高くなっております。

神石高原さんは６４ということで、やはり地域の交通事情や高齢化率、また、道路事
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情によってこういったことが異なっているので、他の自治体がやっているので坂町は

どうなのかというような考え方にはならないものと思っております。 

  以上です。 

○議長（川本英輔議員） 柚木議員。 

○１０番（柚木 喬議員） 答弁ありがとうございます。 

  実はちょっとこれ、特典についての内閣府が実施した運転免許証の自主返納制度に

関する初の世論調査いうのがたしか１０年ぐらい前ですか、いうのがあったんですね、

これ、全国調査ですよね。ちょっとこれ、特典ということで参考にしてください。 

  結論を申しますと、特典は外すことはできないと思ってるんですよ。特典と返納は

一体だという世論調査が出てるんですよ。その内容は、安心して返納するには何が重

要かということを国民の７０歳以上の人に尋ねたところ、電車、バスなどの公共交通

機関の運賃割引、無償化が５６.３％で最も多く、以下、同じようなあれがあるんで

す。地域の電車、バス路線など交通機関の整備が４８.４％、いろいろとこの数字い

うのはちょっとホームページを見てもらったら分かると思うんですが、そういうよう

なことで、常に特典と一体化になって返納はやっていくものだというふうなことです

ね。 

  それで、３番目が買物、宅配サービスの充実が４１％と続いたというふうなことが、

３０年１月３０日の中国新聞にも出てます。 

  したがって、町長、あれですよ、特典は切り離して返納を続けるいうことは基本的

には何かできないような感じがするんですけども、その辺の考え方はどうですか。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 法律は国がつくったわけでございまして、今のおっしゃること

も国が示したものでございます。だからもしそれを実現をするんであれば、やはり国

の責任において私はやるべきだというふうに思っております。各自治体が競争し合う

いうことは非常にあまりよくないことだというふうに思います。 

  先ほど来、申しておりますように、例えばＡさんとＢさんがおられて、Ａさんはず

っと車を所持をせずに常に公共の交通機関、あるいはまた、タクシーとかそういうも

のを使って行動をされる。しかし、Ｂさんはたまたま車を所有しておられて、元気な

折には自動車、マイカーを使って移動されておられる。その方が仮に７５歳、８０歳

になったから免許を返納するとするじゃないですか。その方だけを我々が、末端の自
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治体が住民に、その方だけを対象にした応分のサービスをしても本当によろしゅうご

ざいますか。どうでしょう。私の立場からしますと、私はそれはようしません。する

ことができません。 

  反問権じゃないですけども、逆に議員さんからそういうことについての見解が知り

たいです、私は。どうでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 暫時休憩いたします。 

（休憩 午前1１時２０分） 

（再開 午前１１時２０分） 

○議長（川本英輔議員） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員）ただいま、町長から反問ということで、柚木議員、答えを願い

ます。 

  柚木議員。 

○１０番（柚木 喬議員）ちょっと反問権いうのを先に言っていただいたら、よう聞い

とったんですが、もう一回、趣旨だけ言ってください。もう１回、趣旨だけお願いし

ます。すみません。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 今、申しましたように、これまでマイカーを持たずに行動をさ

れてきておられる方、例えばバスなり電車、あるいはタクシー等を使って行動されて

おられる。それも今の７５歳になっても引き続きそれを自分のお金でやっておられる。 

  しかし、それまで車、マイカーで移動されたり行動されておられた方が、例えば７

５歳とか８０歳になって、免許を返納されます。その方だけを町の皆さんの税金で、

その方だけを対象にして優遇措置を与えるということは私はようしないというふうに

考えております。それを議員さんがそれでもやるというんであれば、そのやることに

ついての正当性、そういうものをしっかり私が理解できるように説明をしていただき

たいと、そういうことでございます。 

○議長（川本英輔議員） 柚木議員。 

○１０番（柚木 喬議員） 今回の件について、高齢者福祉いうのが一言も出てきてな

いんですよ、高齢者福祉。自分で負担しんさいとかいうような、バスについても、公
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共的な意味じゃけん、自分で負担しんさいと、無償にはしないよと。それはまさに高

齢者福祉なんですよ。そのことが全く町長のほうからも口きかれないで、無償にする

とかいうのは、うちは公共的なあれでできないよというようなことを言ってるんです

ね。その２点についても全て高齢者福祉じゃないですか、それは。だから、結局、過

去からの流れで、常にやっぱり自動車に乗ってない方、それから免許証を取ってる方、

様々に生き方が違いますよ。平地の人はそうですよ。だからこそ今のバスを運行して、

無償にしたりするようなことが、この両方の方にやることが高齢者福祉じゃないかと

思うんですよね。そのように思います。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 高齢者福祉もいろいろありまして、町もいろいろな高齢者に対

する福祉施策も講じております。今の一点だけを捉まえて、しとる、しとらんという

ような議論というのちょっと私は受け入れ難いというふうに思います。そういうこと

でございます。 

○議長（川本英輔議員） 柚木議員。 

○１０番（柚木 喬議員） ３点目、質問します。 

  資料１につきましては、残念ながら全然記入されてないんですね。前向きな８市町

は工夫をしているんですよね。坂町でも、ちょっと内容を見ますと、住民登録をして

いることを条件にしたり、循環バスの無料配布をしたり、タクシーの利用助成券の配

布を考えたら、８市町に倣って坂町も実情に合った施策になると思うんですが、その

辺の考え方はどうでしょうか。 

○議長（川本英輔議員） 藤本民生部長。 

○民生部長（藤本大一郎君） お答えいたしますと申しますか、先ほど来、この運転免

許証を返納された方だけに特典をするような考えはありませんので、この件に関して

どうこうという回答はございません。 

  以上です。 

○議長（川本英輔議員） 柚木議員。 

○１０番（柚木 喬議員） 資料２は当然１でそういう答弁があるんで、到底行政とし

てやる気がないと判断します。 

  ただ、県はホームページにどんどん呼びかけしてますよね。事業所が募集してます

よね。だからそれを坂町は協力せんのかいのと。坂町は先導して動いてないんかのと



－64－ 

いうことが分かるだけですよね、この資料２については。これは質問ということで、

切りがないんで、質問じゃないんですが、次に循環バスの空白地域の件で、大いに地

元民からあるのが、実は中村地区いうのが、こういうことはちょっとできるかどうか

は、要望があることでお伝えするんですが、朝晩２便ぐらいを上条に行く便を経由し

てくれんかのと、朝晩ですね。いうことは、全便をあっちに経由するんじゃなくて、

朝晩ぐらいはどんなかのと、上条便をですね。それは病院通いとか様々なことに、買

物とか何かに大いに関係あるんで、その後に、ちょっと申し訳ないですが、返納とは

関係ないんですが、その後に返納とかなんかがくっついてくるいうことで、これをち

ょっと質問の内容につけさせてもらいました。その辺の上条便を経由することは可能

性はありますか。 

○議長（川本英輔議員） 松谷都市計画課長。 

○都市計画課長（松谷展裕君） お答えさせていただきます。 

  議員さんおっしゃられる中村地区というのは、久保田川線という意味でよろしいで

しょうか。正原池につながる道という意味合いでよろしいでしょうか。 

  久保田川線につきましては、御存じのように道幅が狭うございます。ところどころ

離合するところはございますが、それも民地に入るような形で現在離合しているのが

現状でございます。そこに今のバスを通すというのは、やはり安全性の面から言って

も難しいと今の現状ではそう思っております。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 今、中村地区の話が出たわけでありますけども、まさに私が、

今、住んでおる地域でございますけども、これは参考なんですけども、今、やはりそ

の地域の中のある方が、自分のマイカーを使って、交通弱者のお年寄りの方を買物に

一緒に乗っけていったりとか、病院にも行ったりとか、そういう小さなことをやって

おられる方もおられます、現実に。むしろそういうふうなことを地域の中でもモデル

的に大きく広げていければいいんかなというふうな思いをいたしておるということを

付け加えさせていただきたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 暫時休憩いたします。 

（休憩 午前１１時２８分） 
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（再開 午前１１時３０分） 

○議長（川本英輔議員） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） １番折中 智議員から「横浜東一丁目の町道拡幅について問

う」について質問願います。 

○１番（折中 智議員） 「横浜東一丁目の町道拡幅について」お聞きしたいと思いま

す。 

  横浜地区には車両の通行が困難で、消防車や救急車など緊急車両の進入も難しい道

路が数多くあります。 

  そのような中、令和２年８月に横浜三部地区住民福祉協議会から町道横浜三部６号

線及び２号線などの拡幅の要望書が提出されております。また、令和４年５月には、

同協議会から横浜三部５号線の拡幅についても要望書が提出されております。早急に

拡幅されることを望んでおりまして、下記についてお聞きします。 

  １番、この町道拡幅工事の完成時期はいつ頃になるでしょうか。 

  ２番、現在、町道横浜三部６号線から国道３１号に出入りする箇所が民間企業によ

る建設工事が行われておりますが、車両の出入りがしやすくする方法がないか、国土

交通省等関係省庁との協議の場を設けていただきたいと思います。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 「横浜東一丁目の町道拡幅について問う」の件についてお答え

をいたします。 

  横浜三部２号線及び６、７、８号線の拡幅は、令和２年度に横浜三部地区住民福祉

協議会から要望書が提出され、避難路としての機能向上を目的として、都市防災総合

推進事業の計画に位置づけ、事業を実施をいたしているところでございます。 

  御質問１点目の、町道拡幅工事の完成時期はいつ頃になるのかについてでございま

すが、横浜三部２号線３０メートルと６号線７０メートルにつきましては今年度末に

完了する予定であり、それ以外の箇所は予備設計まで完了していることから、順次、

各路線の詳細設計を行い、地権者との交渉の上、用地取得した後、工事発注すること

になりますが、どの路線も現状が２メートル未満の幅員でございますので、塀などの

工作物や家屋の一部切取りに伴う補償などにある程度の期間も必要となることが想定

をされますことから、都市防災事業計画期間である令和８年度までに完了できるよう
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鋭意努めてまいります。 

  横浜三部５号線につきましては、要望後、浜田中洲線からの入り口部の関係者と用

地交渉をしてまいりました結果、承諾が得られましたので、今後、用地調査の上、面

積の確定を行った後、用地取得する予定であり、残る沿線の土地所有者に対しまして

も用地交渉を進めてまいります。 

  御質問２点目の、町道横浜三部６号線への出入りしやすい方法がないかについてで

ございますが、国道３１号からの進入に関しましては、これまでも国土交通省と協議

をしておりますが、右折での進入は３車線の横断があるため危険であり、左折の場合

でも横浜三部６号線の幅員が狭小なため、切り返しによる進入については危険が伴う

と伺っております。 

  現在、横浜三部６号線の入り口部は民間企業による建築が行われており、その土地

の沿線は外構工事に併せ拡幅工事を行う予定といたしております。 

  また、先ほど述べました横浜三部２号線と６号線の交差点付近の拡幅工事を今年度

完成予定といたしており、車両の通り抜けが可能となりますので、横浜小学校側から

進入いただければ、安全な通行が確保されるものと考えております。 

  御理解のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（川本英輔議員） 折中議員。 

○１番（折中 智議員） 先日の町政懇談会も含めまして、この道路の開通について御

尽力していただいているのは理解できました。 

  そこに関連するんですが、先ほどの国道３１号の交差点から横浜三部６号線への進

入についてなんですが、直近で緊急車両の進入が困難であるというふうに先ほど申し

上げたんですが、事例として、この付近住民の方が救急車を呼ばれたんですが、救急

車が入ることが難しく、結局、救急車がかなり遠いところに止まりまして、救急車か

らストレッチャーが現場の住宅まで行くのに時間がかかりまして、その間に患者の病

状が悪化したと、生命に関わる事態が発生しております。 

  道路開通について尽力していただいているのは分かるんですが、直近で緊急車両、

主に救急車等の進入について、頭だけでも入れるようにとか、Ｕターン等、すれ違い

に支障がないよう、仮の待避所のほうの設置のほうはできないか、ちょっとお聞きし

たいと思います。 

○議長（川本英輔議員） 川上産業建設課長。 
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○産業建設課長（川上宏規君） お答えいたします。 

  今の救急活動に支障が出ておるということでございますが、現在、町のほうも御要

望に対しまして、２号線、６号線、７号線、８号線、５号線につきましても、地権者

との交渉の上、用地を取得しながら事業を進めておるところでございます。 

  緊急自動車が止めるスペースもないというようなことでございますが、そちら現在

の町道、近くまで、止められるところまで来ていただいて、そのために今現在４メー

トルに拡幅をして、ある程度、車両がそれを通り抜けができるような形で整備をしよ

うといたしております。 

  もちろんほかの浜田中洲線のほうにつきましても、そういった現在３メーター弱の

道ではございますが、そちらのほう、建築等の申請があった場合に、そちらのセット

バックの部分というのを町のほうが用地を取得いたしまして、拡幅等をする予定にい

たしております。 

  順次、そういった方向で、そういった緊急車両が通行可能な道になるよう努めてま

いりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

○議長（川本英輔議員） 折中議員。 

○１番（折中 智議員） 先ほどのお答えいただきましたんですが、ちょっとまたそこ

に関連するんですが、今、民間企業さんの工事現場が近隣にあると思うんですが、こ

れ、昼間ですと、その工事用の車によって国道から横浜三部６号線に進入路が工事用

車両によってふさがれまして、介護の送迎車がこの６号線入れずに支障が出てると住

民協さんのほうから報告を受けております。 

  一般論ですが、一般論では施主、建設会社、住民の間で、この建設の際、住民の方

に騒音や振動被害、また、交通に支障が出ないよう合意書を交わすと思うんですが、

今回、ちょっとこれが守られていない状況ですので、改めて町当局が間に入りまして、

施主、建設会社、付近住民の間で改めて合意書の締結、または遵守等をしていただき

まして、住民の方の被害の軽減ができないかお聞きしたいと思います。 

○議長（川本英輔議員） 川上課長。 

○産業建設課長（川上宏規君） お答えいたします。 

  現在、横浜三部６号線の入り口で民間企業が建築をされとる件で、そのような事態、

現在、仮囲いをされて工事を進めておりまして、基本的にはその仮囲いの自分の土地

の中で工事を進めているというふうに町のほうは把握をいたしております。何かの事
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情でそういったことがあったのかもしれませんが、基本的にはその民間企業の現在工

事を進めとる会社が事前に地域に対しての住民説明会等も開いとるということでござ

います。そちら企業に対して、やはり町がなかなかそちらのほうへ言うことができま

せんので、地域のほうからそちらの建設会社のほうへ御要望なりをいたしていただけ

ればと考えます。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） 折中議員。 

○１番（折中 智議員） 今、民間企業さんと横浜三部住民協との直接交渉で、６号線

へ入れなかった事例も含めて交渉するということでいいんでしょうか。 

○議長（川本英輔議員） 川上課長。 

○産業建設課長（川上宏規君） はい、そのとおりでございます。 

○議長（川本英輔議員） 折中議員。 

○１番（折中 智議員） 先ほどのことは理解できました。 

  拡幅について、先ほどとちょっと関連するんですが、５号線と、あと添付資料には

ちょっと書いてないんですが、５号線の左側に並行して４号線というのがあるんです

が、そちらのほうの拡幅につきまして、住民協さんのほうからも、側溝蓋やグレーチ

ングの手がけ穴が広がりまして、高齢者の走行中に車椅子が引っかかって転倒しかけ

たという被害や、小学生、横浜小学校への集団登校・下校の際に転倒する危険性につ

いて何とかしてほしいと現在要望が出ております。 

  一般例として、これらは側溝蓋やグレーチング、一般的には５メートル、１０メー

トルごとに多分設置してあると思うんですが、現在、幹線道路を中心に細い縦スリッ

トの穴が特徴のディンブル側溝蓋へ置き換えが進んでいるかと思いますので、これら

について、町当局へ今後の対応や展望についてお聞きしたいと思います。 

○議長（川本英輔議員） 川上課長。 

○産業建設課長（川上宏規君） お答えいたします。 

  町道横浜三部５号線につきましては、先日も住民協の方と立会をさせていただきま

して、そういった舗装の状態が悪いでありますとか、側溝蓋、そこの老朽化によりま

す段差でありますとか、水はけのところの穴がちょっと大きくなっとる部分がありま

すとか、そういった部分、要望ございまして、その辺りにつきましては、町のほうで

早急に対応していきたいと考えておりますが、現在、ここの５号線の入り口の部分の
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土地のほうの取得につきまして、現在、立会終わり、面積を確定したというような段

階でございまして、今から用地の購入をする手はずとなっております。そこらの工事

も併せて、そういった対応をしてまいりたいと考えております。 

  隣の４号線につきましては、先般の立会の折にも御要望がございましたが、基本的

には、町はやっぱり現在車が通れておる道路いうのがございますが、４メーターに満

たない道がかなりございます。その辺りを重点的に４メーターにしていこうというよ

うな方向で、今、道路改良のほうを進めておるところでございます。 

  ４号線につきましては１メーター程度の道幅でございまして、なかなかそちらのほ

うをすぐにというようなことは、ちょっと町のほうでは難しいと考えておりますが、

将来的に何かそういった方向で前線が開通する見込みがあれば、その辺りはまた考慮

していかなくてはいけないかもしれません。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） 折中議員。 

○１番（折中 智議員） ４号線、５号線についてお答えいただきましたが、拡幅につ

いて時間がかかるということなんですが、参考資料位置図を見ていただいたら分かる

んですが、自動車が入れない地域多く、救急車や消防車等の緊急車両がどうしても横

づけしづらいところがありますので、全線開通までは遠いかもしれませんが、一部区

間、せめて１台頭が入るぐらいまでの拡幅等はちょっと早いうちに開通できるよう御

尽力をお願いします。 

  これで質問を終わります。 

○議長（川本英輔議員） 答弁は要らないんですか。 

○１番（折中 智議員） いいです。 

○議長（川本英輔議員） ２番岡村繁範議員から「坂町の有害鳥獣問題の対策」につい

て質問願います。 

  岡村議員。 

○２番（岡村繁範議員） それでは、「坂町の有害鳥獣問題の対策」の件をお伺いしま

す。 

  近年の野生鳥獣による農作物被害額は約１５５億円と高い水準にあり、営農意欲の

減退、耕作放棄、離農の増加など、数字に現れる以上に深刻な影響を及ぼしています。 

  農林水産省では、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関
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する法律に基づき、現場に最も近い行政機関である市町村が中心となり実施する野生

鳥獣に対する様々な被害防止のための総合的な取組を支援していますとあります。 

  まず、有害鳥獣対策に伴う防護柵などの設置に対する補助金額の上限について、例

えば近隣の海田町で３万２,０００円、熊野町で４万３,０００円、東広島市で５万円

で、いずれも補助率は２分の１となっております。一方、坂町においては上限１万５,

０００円と、近隣に比べ低額な補助額となっています。 

  これについて、他市町と比べ低額の理由及び今後の補助額の変更などのお考えがあ

ればお聞かせください。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 「坂町の有害鳥獣問題の対策」についてお答えをいたします。 

  本町の農作物被害につきましては、イノシシだけではなく、近年では猿による収穫

直前の農作物の食害が多く確認されており、その被害は自家消費の小規模な耕作者が

ほとんどのため、金額として現れておりませんが、深刻な状況となっていることは承

知をいたしているところでございます。 

  本町におきましても、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置

に関する法律に基づき、被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するため、鳥獣被害

防止計画を作成し、これに即して鳥獣被害対策に取り組んでおり、坂町有害鳥獣駆除

班を編成をし、町内での有害鳥獣の捕獲及び駆除を実施をいたしております。 

  一方で、農地の所有者自身が有害鳥獣から農作物を守る場合の支援として、猪等被

害防除施設設置事業を実施をしており、本事業は防護柵、防護ネット、電気柵等の設

置に係る資材費の２分の１で上限を１万５,０００円として補助をいたしております。 

  御質問の、他市町と比べて低額な理由及び今後の補助額の変更についてでございま

すが、本町には経営農家がなく、自家消費で小規模な農地による耕作者がほとんどで

あることから、実情に応じて補助の上限額を設定をいたしております。 

  また、交付要件を他市町と比較した場合、他市町では防護柵の設置距離の要件、設

置箇所に係る年数の制限などがあり、まとまった農地を対象とされておりますことか

ら、上限額も高く設定されているものと思われます。本町にはそのような要件や制限

がないことから、他市町と比較をして低額となっているものでございます。 

  また、本町の被害防除施設設置事業の活用傾向といたしましては、耕作する箇所の

みの防除施設を設置する方も多く見受けられますことから、小規模な防除施設でも設
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置可能であり、他市町と比べ利用しやすい事業であると考えております。 

  今後の検討とはなりますが、資材価格の高騰や近年増加している猿の対策として有

効な防除施設が普及するなど、制度を見直す必要があれば検討を進めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

  御理解のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（川本英輔議員） 岡村議員。 

○２番（岡村繁範議員） 物価高騰によるそういう補助金の価格変更いうのは、今後、

検討していただきたいんですけど、実質、例えば猿用の防護柵、いわゆる電気柵です

ね、これ、ネットで調べても、安いのでも１０万円の経費がかかったり、猿はいわゆ

る上を防護しないといけないですよね、イノシシは横面でいいんですけど。今、猿の

被害が増えてきたことによって、少数ながらとはいえ、個人の費用負担がかなりあり

ますので、そこはちょっと前向きに検討していただきたいと思います。 

  あと答弁にありました有害鳥獣の捕獲及び駆除についての駆除班の編成について、

例えば現状の編成数とか今後の計画についてちょっとお聞かせください。 

○議長（川本英輔議員） 川上産業建設課長。 

○産業建設課長（川上宏規君） お答えいたします。 

  現在の有害鳥獣駆除班でございますが、９名の駆除員で構成されております。こち

らのほう、今、イノシシや猿でありますとか、そういった捕獲をするための講習であ

りますとか、そういった講習を受けながら、そういった有害鳥獣を捕獲する技術を身

につけていただいておるところでございますが、現在につきましては９名ということ

で、イノシシのほうも年間１００ちょっとでございますが、現在についてはこの９名

で賄えている状況でございます。 

  また、新しいそういった駆除員になりたいという方がおられましたら、またそうい

った方もちょっといろいろ調査させていただきまして、駆除員のほうへ入っていただ

ければいうふうには考えております。 

○議長（川本英輔議員） 岡村議員。 

○２番（岡村繁範議員） また、現在、駆除の方が、これはある程度技術がある方が９

名そろわれているという認識でよろしいかと思うんですけど、その後、育成等を含め、

いわゆる報償費の件に関して、ちょっと、私、他町のほうはまだ把握してないんです

けど、捕獲に当たる報償金については、坂町はどういった状況かだけ教えてください。 
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○議長（川本英輔議員） 川上課長。 

○産業建設課長（川上宏規君） お答えいたします。 

  現在、坂町ではイノシシ１頭に当たり５千円、鹿が５千円、猿が１万円、タヌキが

三千円となっております。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） 岡村議員。 

○２番（岡村繁範議員） ちょっと他町との比較も知りたかったんですけど、これが仮

に報償費が安いならば、そこに新しい人がなかなか参入できない原因にもなるかと思

うんで、その辺もちょっと今から精査していただきながら、捕獲される方が、これは

二つの考え方なんですけど、少ない中でも農地を守るのか、しっかり駆除していくの

か、２面で施策を講じないといけないと思います。 

  あと最後に、少ないながらも農業が離農になることによって、これってやっぱり荒

廃農地に変わっていくんですよね。草が生え、そこから木も増えていったり、草だけ

で済まず、木も増えて、そのことによって今後の転用活用が困難になっていく場所に

なるということ、あと害獣の住みかになって、いわゆる住民への被害がより近くまで、

害獣の住みかになる可能性がすごく高くなるんですよね。坂町は山の中で農業すると

いうより、どちらかというと庭の御自宅の付近で農業をされてる、家庭菜園レベルの

方もおられるかもしれんですけど、そういうのが離農していくと荒れていって、害獣

がもっと近隣に近くに生息するようになるというのが想像されるんですよね。 

  そういった中で、例えば坂町は海も近く、緑もあって、緑が豊かな町ではなく、緑

で荒れた町になるというのがすごく懸念してて、そういうことによって空き家対策で

あったり、人口増加の定住促進の減退につながっていく、ちょっとした一つのそうい

う問題点だと思ってるんですよね。 

  坂町で農地を所有し、なりわいとしている方は本当にないかもしれないんですけど、

少数だからこそ、今のうちに手厚い補助、価格高騰も含めて、そこの補助をちょっと

検討していただきたいと思います。 

  最後に、今年６月に全国９２６町村の、町長がそこの会長になられた町というのは、

私はあのニュースを見たときすごくうれしかったんですよね。全国から注目される町

になったと。そういう意味でも、これは、多分、毎回言ったら町長嫌うかもしれんで

すけど、全国のトップがおるこの町というのは注目される町だという認識の中で、全
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国で本当に住みたくなる町１位を目指してほしいと、そういった意味でも、あらゆる

小さなところでも目を向けて、住民に寄り添っていただきたいと思います。 

  答弁は結構です。以上です。 

○議長（川本英輔議員） 答弁要らないの。 

○２番（岡村繁範議員） 要らないです。 

○議長（川本英輔議員） 午前中の会議はこの程度にとどめ、再開は午後１時とさせて

いただきます。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 暫時休憩いたします。 

（休憩 午後 ０時００分） 

（再開 午後 １時００分） 

○議長（川本英輔議員） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（吉田隆行君） ちょっと一点いいですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 暫時休憩いたします。 

（休憩 午後 １時００分） 

（再開 午後 １時０３分） 

○議長（川本英輔議員） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 先ほど午前中の一般質問の中で、柚木議員に対して反問権を行

使をさせていただきましたけども、その反問権の内容について明確な答弁と申しまし

ょうか、そういうものを頂いておりませんので、ひとつここでぜひとも参考のために

明確な回答をいただきたいと思います。 

○議長（川本英輔議員） 柚木議員。 

○１０番（柚木 喬議員） 反問権ありがとうございます。 

  いろいろと高齢者福祉いう言葉を使ったんですけども、町長がやりよるいわゆる従

来から歩いて、バスを利用して、高齢を迎えた方への補塡と、片や運転免許証を取っ

て、それを返納して、いわゆる特典を差し上げるとかいうのは矛盾があるんじゃない
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かいうふうな趣旨だったと思うんですよね。私はこれは高齢者福祉で全部くくること

が必要であって、例えばパスについては、例えば７５歳以上にはバスの回数券を差し

上げるとか、別に無償化までいかんと思うんですが、そういう７５歳以上に対して、

無償化とかバスの回数券を差し上げる。反面では、こちらのほうに免許証の返納につ

いては、やはりいわゆるバスの回数券でも差し上げたら、それは全体として高齢者福

祉いうことの施策でくくれるんじゃないかということを思ったわけでございます。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 柚木議員の質問には、そういう論点、趣旨の内容はなかったと

思うんですよね、あなたの質問の中には、当初は。それがまた今の時点で内容が変わ

るわけですか。 

○議長（川本英輔議員） 柚木議員。 

○１０番（柚木 喬議員） ２点目に、いいですか、返納については特典がついてくる

よという中で、いわゆる高齢者福祉いうのは発言したはずです、２点目ですね。１点

目は何とかやってくださいであったんですが、特典と連動しないと、この免許証の返

納いうのはうまくいかないと思うんで、特典を何しろ用意してくださいということを

事例で言ったわけですよね。その説に高齢者福祉いうことでやるべきだということを

言ったと思います。 

○議長（川本英輔議員） 町長が言われた反問に合っとるかどうかの話じゃけん、そこ

だけ言いなさい。 

○町長（吉田隆行君） 今、休憩でいいですか。 

○議長（川本英輔議員） 休憩じゃないですよ。 

  吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 私は、要するに、これまで移動とかされる折に、自らが負担を

して、バスなり電車なりタクシーを使って移動される方がおられる。一方では自動車

を、マイカーを持たれて移動されておられる方、そういう方、マイカーも持たれてお

られる方が免許を返納してマイカーを利用されなくなるわけでありますけども、その

方を対象とした優遇制度を町がつくりまして、これまでそういうことがやりたくても

できなかった高齢者の方は対象外とすることについて、議員がどういうふうに思われ

るかいうことを聞きたかったわけです。そういう質問だったんです。 
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○議長（川本英輔議員） そのことに答えりゃええんですよ。 

○町長（吉田隆行君） そうです。それだけを聞きたい。 

○議長（川本英輔議員） 柚木議員、答えてください。 

○１０番（柚木 喬議員） だから私は全て高齢者に対する高齢者福祉いうことで絡め

ていって、先ほど申し上げたんですが、バランスを取るためには、一応７５歳以上に

回数券をあげたりするいうことをやればいいんじゃないかな、免許証の返納は返納で

特典を差し上げたらええんじゃないかのということのバランスを言ってるわけで。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 言われることはそうかも分からんのですけども、質問の趣旨、

論点がそういう質問でなかったいうことを私が言っとるわけです。それに対して私は

お答えをしたわけですから、それがどうもうまくかみ合わなかったんで、反問権を行

使をして、再度、このことについてどう思われますいうことを求めたわけです。 

○１０番（柚木 喬議員） それはちょっと食い違いがあるんです。私はそういうつも

りで。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） だけどそれがないんですよ、質問書の中に。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） ちょっと待ってください。休憩します。 

（休憩 午後 １時０８分） 

（再開 午後 １時１１分） 

○議長（川本英輔議員） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） ３番縫部逸都議員から「交通安全対策について」質問願いま

す。 

  縫部議員。 

○３番（縫部逸都議員） 「交通安全対策について」お聞きします。 

  町道総頭川１号線は朝の通勤時に国道方面への渋滞が日常化しています。その渋滞

時に汐見橋付近を歩行者や自転車が町道を横断し、危険な状態だと考えております。

総頭川下流の差しかけ歩道で汐見橋の部分は縁石がなく、高さが道路と面一になって

いることで、歩行者や自転車が近道をするため横断しているのではないか、また、渋
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滞中に町道を横断することにより非常に危険で、さらに渋滞を長引かせるのではない

かと思いますので、汐見橋に面した歩道に縁石を設置し、上流側の横断歩道に歩行者

や自転車を誘導するように改善をしてはどうか。 

  次に、恵美須橋から下流の町道総頭川１号線でかなり路面が沈下しており、早急な

対応が必要ではないでしょうか。 

  最後に、恵美須橋・町道浜田中洲線が拡幅され、自動車や歩行者が通行しやすくな

りましたが、側溝のグレーチングを元からある古いものをそのまま使っている部分も

あり、雨の日に歩きにくく、滑り止め加工のグレーチングに交換してはどうか。 

  以上、町当局にお伺いします。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 「交通安全対策について」の件についてお答えをいたします。 

  平成１５年の国土交通省による総頭橋交差点の改良時に、国道３１号に接続する町

道を含めた交差点協議を警察と行った結果、交差点内広島側の横断歩道を撤去するこ

とにより、総頭川１号線から国道への車両の円滑な通行と歩行者の安全を確保するた

め、現在の交差点形状になったものでございます。 

  御質問１点目の、汐見橋に面した歩道に縁石を設置し、上流側の横断歩道に歩行者

等を誘導するよう改善してはについてでございますが、汐見橋は総頭橋交差点改良の

一環として、坂東地区と平成ヶ浜地区の往来に当たり、歩行者等の安全な動線を確保

し、役場前の横断歩道へ誘導するために設置したものでございまして、汐見橋と総頭

川１号線への接続につきましても、歩行者や自転車の通行動線を考慮した上で警察と

の協議を行い、現在の状況になっておりますことから、縁石等の設置は考えておりま

せんが、歩行者や自転車の乱横断につきましては、歩行者のみならず、自転車も降車

して総頭川１号線の歩道を通り、横断歩道へ誘導できるような路面標示による注意喚

起や交通安全指導などを徹底してまいりたいと考えております。 

  御質問２点目の、恵美須橋下流の総頭川１号線の道路の不陸につきましては、町と

いたしましても把握をいたしており、災害復旧による大型車両の通行も減少している

ことや、今後の県道事業による大型車両の通行が頻繁になることなどを考慮し、部分

的な修繕を行う予定といたしております。 

  御質問３点目の、浜田中洲線の側溝のグレーチングを滑り止めに交換してはにつき

ましては、水路の改良や当路線の拡幅工事の中で滑り止め加工のグレーチングに交換
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をしてまいります。 

  御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（川本英輔議員） 縫部議員。 

○３番（縫部逸都議員） 平成１５年の総頭橋交差点改良工事で、動線を確保するのに

汐見橋も含めて完成したものと思われますが、現状は朝夕の通勤・通学時間帯、特に

朝なんですけど、かなり多くの方が平成ヶ浜地区に通われる方が、自転車も含めて横

断されています。役場の職員さんは、皆、マナーを守って横断歩道を渡られていると

いうふうに見受けてます。 

  昨日も９時前頃、私がこの役場に来るときに、ちょうど汐見橋付近に停車したんで

すけど、そのときにもやはり保育園の子供さんを連れられとる方が、元のお好み屋の

前で立ち止まって待っている状況ですね、車が停止するのを。私が止まったら、目の

前を渡っていくわけですね、横断歩道に行くために。でもやっぱりその部分で言うと、

縁石か何かで止めると、自転車は確実に渡れませんので、そういう部分も含めて検討

はできないかどうかお聞きします。 

○議長（川本英輔議員） 川上産業建設課長。 

○産業建設課長（川上宏規君） お答えいたします。 

  今、そういった現状があるということも把握はいたしておりまして、縁石を設置を

してないということの理由でございますが、当時、自転車につきましては、車道の通

行ということになります。総頭川の上流側から自転車が来た場合、差しかけ歩道のほ

うは自転車通れませんので、車道を通って汐見橋のほうへ入るというルートになりま

す。その関係上で縁石を設置をしていないということでございます。 

  答弁でもございましたが、そういった今の現状も踏まえて、乱横断といいますか、

そちらの対策といたしましては、やっぱり路面標示による誘導なんかをまずはさせて

いただいて、また、交通安全指導にも心がけていきたいと考えております。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（川本英輔議員） 縫部議員。 

○３番（縫部逸都議員） 動線を止めるというのはなかなか難しいのはよく知っており

ます。その中でも、極端に朝の横断が多いもんですから、気になったもんで、ここで

お聞きしたわけですが、それが難しい状況であれば、やはり路面標示などしっかりし

た大きいもの、目立つものを設置していただけたらと思いますが、いかがでしょうか。 
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○議長（川本英輔議員） 川上課長。 

○産業建設課長（川上宏規君） お答えいたします。 

  路面標示につきまして、汐見橋の出口の部分、また、道路の反対側の部分の歩道に

も、そういった表示をさせていただきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（川本英輔議員） 縫部議員。 

○３番（縫部逸都議員） 次に、恵美須橋の下流の総頭川１号線の道路の沈下というか、

その部分のことなんですけど、かなり沈下しているような感じがするんですよね。そ

の部分にマンホールが今ありまして、かなり出ている状況だと思います。自動車で通

ってもかなりがたがた来ますし、その部分を、例えば夜、自転車などが通行して、ち

ょっと分からなかったら、かなり危険な状態だと考えてます。せめて今から県道に関

する工事などで大型車両が多く通るのであれば、そのマンホール部分だけでも何か対

処していただけたらと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（川本英輔議員） 川上課長。 

○産業建設課長（川上宏規君） お答えいたします。 

  現在、恵美須橋下、下流の総頭川１号線の状況、マンホールが飛び出とったりとい

うような状況を町のほうでも把握しておりまして、早急にそういった部分的な補修を

させていただきたいと考えております。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（川本英輔議員） 縫部議員。 

○３番（縫部逸都議員） それでは、早めに対応していただけたらと思います。 

  次に、浜田中洲線の側溝のグレーチングの件なんですが、最初の質問でさせてもら

った、滑りやすい。実際に私、去年の１２月まで広島に通勤しておりましたので、雨

の日もかなりグレーチングの上、車両が来たときにはどうしても歩かざるを得ないん

で、そこを歩いて滑りかけたことも何度もございます。そういったこともありますの

で、できれば早めの対応をお願いしたいと思います。 

  回答ではしていただくいうふうな回答だったんですが、それができれば早めにして

いただければと思います。 

○議長（川本英輔議員） 答弁要るんですか。 

○３番（縫部逸都議員） お願いします。 
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○議長（川本英輔議員） 川上課長。 

○産業建設課長（川上宏規君） お答えいたします。 

  浜田中洲線につきましては、入り口部分から７.５メートルということで、歩道を

赤い色に塗りまして、歩道と車道との区別をしながら整備をいたしておるところでご

ざいます。今年度もそういった道路改良の事業ございます。その改良のときに併せて、

今年度、対応していきたいと考えております。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（川本英輔議員） ６番末吉克巳議員から「安芸地区１市４町の近隣連携協議会

を設置しては」の件について質問願います。 

  末吉議員。 

○６番（末吉克巳議員） 「安芸地区１市４町の近隣連携協議会を設置しては」の件に

ついて質問いたします。 

  現在、坂町では、広島広域都市圏、広島中央地域連携都市圏など、近隣市町との行

政サービスの連携などを目的とした地域連携を締結し、ひろしま広域都市圏移住など、

多数の事業を運用している状態です。 

  安芸地区１市４町（広島市安芸区、安芸郡４町）で連携し、単一行政では難しい課

題や広範囲なにぎわい創出に取り組んではいかがでしょうか。 

  例として、有害鳥獣では猿が安芸区瀬野、中野地区より海田町、熊野町を経由し、

安芸区矢野地区を通過して坂町の中村地区、小屋浦地区まで出没し、家庭菜園や庭の

果樹を荒らしていると聞いております。１市４町で連携し、経費分担して最新技術の

ドローンを使い、猿の生態調査し、有害鳥獣捕獲を業者委託して共同で経費を負担す

る。 

  二つ目の例として、安芸地区生活圏の特徴を生かし、その特徴を生かしたにぎわい

づくりとして、観光地を公道やＪＲを利用し、結ぶことで、安芸地区としての大きな

観光地として共同で運用する。 

  今後の安芸地区のことを考え、安芸地区１市４町の近隣連携協議会を設置すること

を検討されてはいかがでしょうか。関係当局に伺います。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 「安芸地区１市４町の近隣連携協議会を設置しては」の件につ

いてお答えをいたします。 
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  本町では国の連携中枢都市圏制度を活用し、経済面や生活面で深く結びつきのある

関係市町とともに、広域的な行政課題への対応や圏域の魅力向上による人口減少対策

など、県内外の市町と連携した各種施策を実施をいたしております。 

  御質問の、安芸地区１市４町の近隣連携協議会を設置することを検討してはについ

てでございますが、本町が現在加入しております広島広域都市圏には広島市並びに安

芸郡４町も加入をいたしており、観光資源の開発や病院群輪番制など、近隣市町で連

携した各種施策を実施をいたしており、平素から連絡会議を開催するなど、緊密な連

携を図っているところでございます。 

  議員が例に挙げられております有害鳥獣対策や広域的な観光施策につきましても、

この連携の中で取組を進めてまいりたいと考えており、また、これらの連携事業には

特別交付税による財政措置もあることから、引き続き、現在の連携中枢都市圏制度の

枠組みの中で事業を実施してまいりたいというふうに考えております。 

  御理解、御協力のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（川本英輔議員） 末吉議員。 

○６番（末吉克巳議員） 坂町は、現在、広島広域都市圏制度で１市４町連携を既に実

施しているとのことですが、この広島広域都市圏、例えばそれに坂町から新たな取組

を提案する、そして、広島広域都市圏の事業に盛り込んでいただく、そういったこと

ができるでしょう。例えば、安芸区と安芸郡４町で観光ルートを新たにつくったりと

か、ドローンを活用した新たな事業とか、そういったものを新たに坂町から提案して、

広島広域都市圏の中に盛り込んでいただくことができるのでしょうか。 

○議長（川本英輔議員） 山本企画財政課長。 

○企画財政課長（山本 保君） お答えいたします。 

  連携中枢都市圏につきましては、現在、４５の事業で連携をいたしておりまして、

こちらは、毎年、連携事業数は増加をいたしております。総合戦略でもこちらの連携

事業数を目標値に掲げて、どんどん連携の事業を増やしていこうということにしてお

りますので、ドローンとか観光ルートというものになるかどうかはあれですけども、

本町から事業を提案をさせていただいて、連携事業の中に取り込むことはできるもの

でございます。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） 末吉議員。 
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○６番（末吉克巳議員） この広島広域都市圏のほうへ盛り込むことができるいうこと

で、新たなまた事業がありましたら、ぜひとも盛り込んでいただきたいと思います。 

  １市４町連携は既にもう広域都市圏で実施しているということなので、２問目で最

後の質問とさせていただきます。 

  今回、私が質問させていただいております安芸区、１市４町の連携の件ですが、１

市４町の課題に取り組んでいただきたいという思いで、今後、安芸郡の府中町、海田

町、熊野町、そして広島市で有志の議員がこのような一般質問をすることになってお

ります。 

  そこで、町長に質問させていただきます。 

  このたび、吉田町長は７月３１日に全国町村会の会長に就任されております。国内

９２６町村の会長として全国の町村自治の振興発展に尽力を注いでおられますが、坂

町近隣の市町の安芸郡４町の課題に今まで以上に取り組んでいただきたいと思います。

リーダーシップを存分に発揮していただいて、１市４町の課題に取り組んでいただき

たいと思いますが、町長のお考えをお聞かせください。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 一応、今、おっしゃったように全国の会長という立場になった

わけでありますけれども、当然、広島県、安芸郡４町、坂町、これが一番であります

ので、そういう中で、それぞれお互いに協調をしながら、弱い部分をお互いにフォロ

ーしながら、それぞれの地域連携を深めながら、さらに取組を強化をしていきたいと

いうふうに思っておるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） ５番向田清一議員から「坂町給食費の無償化継続について」

質問願います。 

  向田議員。 

○５番（向田清一議員） 「坂町給食費の無償化継続について」お伺いします。 

  新型コロナウイルスの影響、ロシアによるウクライナ侵攻や円安の影響などによる

エネルギー価格の上昇、食料品の値上がりなどが主な原因となって生活困窮者が増大

しています。消費者物価指数は第２次オイルショック時、１９８１年から４１年ぶり

の高水準と言われてます。 

  このような中で、昨年１２月から給食費助成が大変喜ばれ、生活者の手助けになっ
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ています。今後も引き続き助成を継続していただきたいと思っていますので、下記の

点についてお伺いします。 

  一つ、助成の内訳を保育所、小学校、中学校ごとに人数と助成金額を教えてくださ

い。また、１人当たりの助成額はどれほどでしょうか。生活保護、就学援助の児童は

給食費が免除されていますが、その人数をそれぞれ提示してください。 

  二つ目、この事業に対する交付金はどこから幾ら町に入ったのでしょうか。 

  ３番目、憲法２６条ではひとしく教育を受ける権利を有する。また、義務教育はこ

れを無償とする。一方、学校給食法第１１条２項では、学校給食費に要する経費（学

校給食費）は保護者の負担とあります。この矛盾をどのように理解されていますか。

給食費無償化に至った経緯をお聞かせください。 

  多くの町民に大変喜ばれている給食費助成、今後、助成を継続するにはどれほどの

予算が必要でしょうか。 

  最後に、文部科学省の調査では、無償化を実施している、これは私の間違いだった

ので訂正しますが、保護者負担軽減を実施している教育委員会は６７９、うち臨時交

付金活用が３７２、実施を予定しているのが８１２、うち臨時交付金活用が７８１で、

合計１,４９１件、８３.２％と、多くの自治体で実施または実施が予定されています。

今後も引き続き無償化を実施していただきたいのですが、対応をお聞かせください。 

  以上です。 

○議長（川本英輔議員） 枝廣教育長。 

○教育長（枝廣泰知君） 「坂町給食費の無償化継続について」お答えいたします。 

  坂町では物価高騰に伴い国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等

を活用し、令和４年度から町内保育園、こども園、町立小中学校の給食施設への食材

購入費の支援及び給食費の保護者負担分の支援を実施しております。 

  御質問１点目の、助成の内訳、人数及び金額等につきましては、令和５年度の給食

費無償化の必要額は保育園及びこども園は総額８６５万円、１人当たり約２万７千円、

小中学校は総額２,０４６万円、１人当たり約２万円でございます。 

  また、令和５年度に生活保護を受けている児童生徒数は小学校３人、中学校ゼロ人、

就学援助を受けている児童生徒数は小学校１１２人、中学校６４人でございます。 

  御質問２点目の、この事業に対する交付金等はどこから入るのかにつきましては、

令和５年度の給食費の無償化の必要額２,９１１万円の財源の全てが国の新型コロナ
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ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金でございます。 

  御質問３点目の、憲法と学校給食法に係る矛盾の捉え及び給食費無償化に至った経

緯につきましては、憲法第２６条における義務教育無償化は、昭和３９年度最高裁判

所の判決にもあるように、授業料が無償であるという理解でございます。学校給食法

においては、学校給食を受ける児童生徒の保護者の負担と示してあり、矛盾はないと

考えております。 

  しかしながら、学校給食費の保護者負担については、国の補助などを受けて、設置

者の判断により軽減を図ることは可能でございます。 

  また、給食費の無償化に至った経緯につきましては、国からの交付金を活用し、物

価高騰に伴う子育て世代の家計の負担を軽減したものでございます。 

  御質問４点目の、今後、給食費助成を継続実施するにはどれほどの予算が必要かに

つきましては、今年度９月から令和６年３月まで実施するための必要額は保育園・こ

ども園が１,２１０万円、小中学校が３,６６４万円でございます。 

  御質問５点目の、御説明の調査結果につきましては、無償化を実施している教育委

員会の数ではなく、先ほど申されましたように、物価高騰対応分など、保護者負担軽

減に向けた取組を実施している教育委員会数であると認識した上での答弁とさせてい

ただきます。 

  今後も引き続き無償化を実施していただきたいが、対応はにつきましては、国の支

援がない状況では無償化を継続していくことは困難であると考えております。引き続

き、経済的に困難な状況がある保護者については、就学援助制度などを活用し、給食

費の支援を行ってまいります。 

  なお、食材費購入の支援は今年度末まで継続し、給食費の値上げは行わず、給食の

栄養価と量と質を確保し、子供たちの心身の健全な発達のため給食を実施してまいり

ます。 

  御理解、御協力のほど、よろしくお願いします。 

○議長（川本英輔議員） 向田議員。 

○５番（向田清一議員） 先ほど、憲法２６条と学校給食法１１条２項について、これ

は給食費は保護者負担ということを述べられましたが、そのことについてちょっと触

れてみたいと思います。 

  憲法２６条の義務教育はこれを無償とするは、給食費の無償化も含めたことが大前
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提ではないでしょうか。しかも憲法２９条は国の最高法規であって、その条規に反す

る法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有

しないとあります。このことからも給食費の無償化は直ちに実施すべきではないでし

ょうか、その点について再度お伺いします。 

○議長（川本英輔議員） 坂本教育次長。 

○教育次長（坂本孝博君） お答えをいたします。 

  昭和３９年の最高裁判所の判決でございます。こちらのほうをちょっと読ませてい

ただきます。 

  憲法２６条２項後段の義務教育はこれを無償とするという意義は「国が義務教育を

提供するにつき有償としないこと、換言すれば、子女の保護者に対しその子女に普通

教育を受けさせるにつき、その対価を徴収しないことを定めたものであり、教育提供

に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条項の無償とは授業料

不徴収の意味と解するのが相当である。」というふうに書かれているということでご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（川本英輔議員） 向田議員。 

○５番（向田清一議員） 今回の給食費無償化の予算は、先ほど伺いましたところ、合

計４,８７４万円と回答されました。基金の使用はできないものでしょうか。令和４

年度歳入歳出決算書によると、基金の令和４年度残高は５８億７,０９５万円で、前

年度より１億９,８８８万円の積み増しです。また、今年度の補正でも２億２,５００

万円が計上されています。この積み増し金額を一部を回すだけで実施可能ではないで

しょうか。ぜひ継続実施していただきたいと思いますが、対応はいかがでしょうか。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 従前から申し上げておりますけども、今、たちまち５０億円を

余る基金がトータルであるわけでありますけども、これからも例えば災害復旧の起債

のほう、借金のほうの返済もこれからまだまだ額が上がってくるわけでありまして、

そういう対応もしていかなければならないですし、特に今は道路の問題とかいろいろ

一般質問も出ておりますけれども、そういう対応も、災害を経験をして、その中でや

はり新たな道路計画も、今、計画をいたしております。 

  今、既に植田・水尻間の道路、これも広島呉道路の工事に併せてＮＥＸＣＯ西日本
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のほうに委託をしておるんですけど、これでも１１億円、１２億円近くかかるような

状況もございます。今からどんどんどんどんそういう面で基盤整備に財源を捻出して

いかなければならないというような状況もございます。 

  それと、今、半年間の給食費のことを申しましたけども、これ年間にしますと約９,

０００万円ぐらいかかるわけですね。これを毎年やっていくと、今の状況が続いたと

して、毎年、これを負担をしていきますと、多分、いろいろな投資もしていかにゃい

かんわけですから、１５年もすると多分基金が枯渇するんじゃないかというふうな予

測もいたしておりますし、やはり全体の住民福祉、これを考えたときには、ある程度、

国からの支援がある場合には今回のような対応をさせていただきました。例えばコロ

ナ禍の中で、インフルエンザの予防接種も、高齢者を対象とした予防接種もさせても

らっておりますし、あるいはまた妊婦さんにもさせてもらっておりますし、子供さん

にもさせてもらっております。いろいろなことも今からやっていかなければならない

と思います。２０年、３０年前と自然界が変わってきておるわけでありますので、や

っぱりそこらも踏まえて、ある程度、何かあったときには即対応できるような備えも

必要になってくると思いますんで、お気持ちはよく分かります。私も、当初、給食費

を支援するに当たっては、即決断をしたわけでございまして、やはり若い人たち、子

供を持つ若い人たちが、ものすごく困っておるわけだから、これは第一優先でやらに

ゃいかんということで、即決断をいたしました。 

  だけど今の状況を考えた折には、やはり全体的なことも、コロナも落ち着いてきた

ことであります。全体的なことも考えながら財政運営をしていきたいというふうに思

っておりますんで、そこらはひとつ御理解をいただきたいと思います。 

○議長（川本英輔議員） 向田議員。 

○５番（向田清一議員） 次に移ります。 

  今、人口減少に対する少子化対策が待ったなしの状態です。このまま放置しますと、

労働人口の不足による経済活動の縮小、担い手不足による医療福祉の崩壊、ひいては

地方自治体の崩壊にも至ると言われています。少子化対策には経済的支援、保育施設

の整備、男性の育児参加促進、地域活性化など、総合的な対策が必要と思われます。

まずはできることから経済的支援の給食費無償化が必要と思います。 

  この助成は父兄にとっては一番負担のかかる重要な施策です。この点からも継続給

付が必要ですが、再度、御答弁ください。 



－86－ 

○議長（川本英輔議員） 枝廣教育長。 

○教育長（枝廣泰知君） 経済的に困難な状況がある保護者の方もおられると思います

けども、その保護者の方には就学援助制度等を活用して、無償化あるいは半額補助等

をさせていただいております。 

  学校給食法にありますように、給食費は原則は保護者負担であるということを考え

つつ、この問題には取り組んでいきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（川本英輔議員） 向田議員。 

○５番（向田清一議員） 先ほども新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

を使っていらっしゃると言われましたが、この交付金は令和４年度は４回ほど実施さ

れて、坂町でもいろいろの給付金、支援等を実施していただきました。今年に入って、

５月２９日が締切りで７月中旬決定、また、１０月２日締切りで１１月中旬決定と連

絡が入ってますが、この制度を使って、専決処分で保育所給食費無償化の実施はでき

ないものでしょうか、お伺いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 暫時休憩いたします。 

（休憩 午後 １時５０分） 

（再開 午後 １時５１分） 

○議長（川本英輔議員） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 山本企画財政課長。 

○企画財政課長（山本 保君） 令和５年度の新型コロナウイルス対応地方創生臨時交

付金につきましては、既に国のほうから坂町の限度額が示されておりまして、４,０

０９万７千円ほど示されておりますけれども、こちらにつきましては、給食費に３,

７１１万円、残額につきましてはクーポン券の一般財源部分に充てるようにいたして

おりますので、今年度はも全て予算計上させていただいておりまして、使い切るよう

にいたしております。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） 向田議員。 

○５番（向田清一議員） １０月２日の締切りがあったと思うんで、この点も再度検討
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していただきたいということで、最後になります。 

  学校給食費の無償化は子育ての御家庭には大変喜ばれ、かけがえのない役割を果た

してきました。この制度を打ち切ることは、７人に１人と言われている貧困状態とも

言われる中、物価高騰も重なり、生活をどん底に突き落とすことになります。何とし

ても避けなければならないという思いです。 

  最初に述べました学校給食保護者負担軽減は昨年９月の調査です。ですから、既に

１,４９１自治体、８３.２％が何らかの形で助成を実施しているということになりま

す。無償化した自治体は急速に増えて、令和元年度は７６自治体、４.４％でしたが、

令和５年８月には４９１自治体、２７.４％まで増加しています。遅れを取らないた

めにも、子供が安全・安心して暮らせるためにも、町長の、再度、決意、決断をお願

いして、私の質問を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 先ほどもちょっと申し上げましたけども、なかなか各自治体に

よってやはり状況がいろいろあると思うんでございます。 

  そういう中で、今回のコロナ対応の臨時交付金を活用して、まず一番に子育て世代

の給食費をまず支援することが一番ということで、先ほど申しましたように即決をさ

せていただきましたけども、これからも、今、国のほうでも学校給食の給食費の問題

についてはいろいろ議論がなされております、こども家庭庁もできまして。そういう

状況で、そういう国の動向も注視をしながら、どうあるべきかということをまた考え

ていければというふうに思っておりますんで、よろしくお願いいたします。 

○議長（川本英輔議員） ４番池脇雅彦議員から「福祉相談窓口におけるプライバシー

問題について」質問願います。 

  池脇議員。 

○４番（池脇雅彦議員） 「福祉相談窓口におけるプライバシー問題について」お伺い

いたします。 

  本年６月、本町は町内在住の障害者福祉手帳をお持ちの方を対象に福祉に関するア

ンケート調査を行ったと伺っております。この調査の対象になった方から、「障害者

などの現状を知る上で、今回の調査の意義はよく分かる。しっかりと実態を把握し、

対応してもらうことは大切なことだ。しかし、役場はこうした調査よりほかにやるべ

き問題があると思う」との御意見をいただきました。「ほかにやるべき問題とは何で
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すか」とお聞きしたところ、「役場の福祉相談窓口は誰にでも丸見えである。本人の

呼び出しも、名前を呼ばれ特定される。番号札などで対応するべきではないか。また、

非常にデリケートな相談をしているのに、防音措置も不十分で、内容も筒抜けになっ

ている。役場は住民のプライバシーについて一体どう考えているのか。一日も早く改

善してほしい」ということでした。 

  そこで、お尋ねします。 

  現在の福祉相談窓口の状況について、相談者のプライバシーが十分に守られている

とお考えですか。当局の見解をお答えください。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 「福祉相談窓口におけるプライバシー問題について」お答えを

いたします。 

  福祉の相談内容につきましては、住民の皆様のプライバシーに関わる内容が大部分

を占めていることから、相談に対応する職員を含め、関係機関との連携につきまして

も最大限の配慮を行い、個人のプライバシーを厳守し、業務を遂行しているところで

ございます。 

  議員御質問の、相談者のプライバシーが十分に守られていると考えているのかにつ

きましては、個人の名前による呼び出しは、相談の内容や御本人の状況に配慮し、行

わないようにしております。 

  また、相談、受付等はまずは各課のカウンターでお受けいたしますが、個別の状況

に応じて、プライバシーがより確保される１階ロビーの相談ブース、相談室または２

階の会議室等でプライバシーをより確保した上で相談を受けるようにいたしておりま

す。 

  さらに、事前に電話で相談の御予約をいただいた場合には、直接相談室へ案内をさ

せていただいたり、役場に来庁しにくい場合は町民センター会議室、保健センター、

各ふれあいセンターなどにおいて個室を確保し、相談をお受けするように配慮をして

おります。 

  町といたしましても、令和６年度に開設を予定をいたしております保健・福祉の総

合相談窓口において、住民の皆様の抱える悩み事や困り事にしっかりと丁寧に耳を傾

け、思いに寄り添ってお伺いをし、その解決に向けて関係機関と密に連携をしながら、

ワンストップで対応することといたしております。 
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  こうした中で、安心して相談いただけることは何より大事なことでありますので、

相談者のプライバシーを守るという環境づくりにも引き続きしっかりと取り組んでま

いります。 

  御理解のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（川本英輔議員） 池脇議員。 

○４番（池脇雅彦議員） 御答弁いただきました。 

  今のようなことが確実にやっていただいていれば、私に入ってきた御意見もないよ

うに思いますけども、一人一人の小さな声、声なき声、ため息、嘆き、そうしたもの

を町政に届けるのが議員の仕事ですので、ちょっと同じ方から次のようなまた意見が

ありました。 

  障害を持つということは、障害を持たない人の目を気にしながら生きていく瞬間だ

らけなのです。それでも少しでも社会との関わりが持てたり、維持できたりできるよ

う、勇気を出して役場に行っているのです。その役場で役場の人にも来訪者にも見え

る、しゃべる内容も名前も筒抜けの今のような状況が本当に悲しい。せめて役場だけ

は障害者が周りの目にさらされる環境を何とかしてほしいです。これはこの方がたま

たまなのかちょっと分かりませんが、いつも対応されているような形でやっていらっ

しゃる、もしかするとそこから漏れてしまったのかも分かりませんけれども、改めて

ちょっとお尋ねしますけど、こうした声を受けて、どのようにお感じになられてます

か、お尋ねします。 

○議長（川本英輔議員） 宮本民生課長。 

○民生課長（宮本隆一君） 障害のある方も、健常者の方も、お互いに尊重し合いなが

ら生きていけるような社会を目指して取り組んでまいっているところでございますが、

今後、そういった声に耳を傾けながら対応していきたいと思いますが、答弁にもあり

ましたように、来年度、保健福祉の総合窓口の開設を予定しております。その中でカ

ウンター周りの整備も併せて行っていきながら、そういったことのないように対応し

ていくとともに、職員一人一人に、いま一度、プライバシーの問題について考えて、

住民の方にそういった不快な思いをしていただかないような体制を取ってまいりたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（川本英輔議員） 池脇議員。 

○４番（池脇雅彦議員） 大変力強く、また、しっかりした御答弁をいただきました。 
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  来年度開設予定の保健福祉の総合相談窓口において、その辺り、今、私が申し上げ

たこととか、今の御答弁いただいた内容を改善していただきたいと思いますし、また、

ワンストップということがクローズアップされてるんですけども、そこにプライバシ

ー保護ということも十分に配慮した窓口になることを期待いたしまして、質問を終わ

ります。 

○議長（川本英輔議員） １０番柚木 喬議員から「再度聞く社会的弱者に水道料金な

どの減免を」について質問願います。 

  柚木議員。 

○１０番（柚木 喬議員） 「再度聞く社会的弱者に水道料金などの減免を」の件で質

問します。 

  生活保護世帯、障害者世帯、寝たきり老人世帯、ひとり親世帯など、社会的弱者の

水道料金、下水道使用料の福祉減免制度が既に近隣市町でも実施されており、我が町

では生活保護世帯のみ実施されていると聞いております。物価高の生活困窮が追い打

ちをかけている中、社会的弱者に支援が必要ではないでしょうか。 

  一方においては、坂町福祉のまちづくり計画の中で障害福祉サービス施設整備が進

んでいます。福祉施策には生活支援が根底にあると思います。下記の点を再確認をい

たします。 

  １、前回の答弁で、社会的弱者合計世帯は６９８世帯、月額減免額１,６８９円、

年間で、これは生活保護世帯を除く金額ですけども、１,４２０万円が必要とされる

とありました。この水道料金など減免事業を早々に実施してほしい。 

  ２点目、前回、減免を実施しない理由として、国の社会保障制度により、それぞれ

の環境や状況に応じて適切な給付がなされていることから、現時点では減免を考えて

いないと答弁いただきましたが、具体的に適切な給付とは何かを再度説明いただきた

い。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 「再度聞く社会的弱者に水道料金などの減免を」の件について

お答えをいたします。 

  御質問１点目の、水道料金など減免事業を早々に実施してほしいについてでござい

ますが、１年前に同様の御質問でお答えをしたとおり、住民の安心や生活の安定を支
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えるセーフティネットである国の各種社会保障制度により、それぞれの環境や状況に

応じて適切な給付がなされていることから、現時点で水道料金などの減免事業を実施

することは考えておりません。 

  御質問２点目の、具体的に適切な給付とは何かについてでございますが、これまで

令和３年度から令和５年度までの３年間にわたり、非課税世帯やひとり親家庭などを

対象に、新型コロナウイルス感染症または物価高騰対策として各種給付金を給付をし

てまいりました。 

  令和３年度においては、非課税世帯１,４７０世帯に１世帯当たり１０万円、計１

億４,７００万円を、ひとり親家庭の児童２８０人に１人当たり５万円、計１,４００

万円を給付しました。 

  令和４年度には、非課税世帯１,３２６世帯に１世帯当たり５万円、計６,６３０万

円を、ひとり親家庭の児童２８１人に１人当たり５万円、計１,４０５万円を給付を

いたしました。 

  また、令和５年度においては、現在給付中でございますが、非課税世帯１,４００

世帯に１世帯当たり３万円、計４,２００万円を、ひとり親家庭の児童３２０人に１

人当たり５万円、計１,６００万円を給付する予定でございます。 

  このように、より多くの町民の皆様に国の各種社会保障制度により、それぞれの環

境や状況に応じて給付されることこそ適切な給付であると認識をいたしております。 

  御理解のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（川本英輔議員） 柚木議員。 

○１０番（柚木 喬議員） まず、町長、伺います。 

  単純に、私、思うのには、行政ができる基本的な福祉いうのは、いわゆる社会的弱

者に最低限の生活費を援助して補助してあげることだと思うんですよね。それ以外に

いっぱいあるかもしれんけど、基本的な感覚はそういうふうに思うんですが、要は福

祉、福祉という言葉が躍っちゃ、ものすごいいけんと思うんだけど、こういうふうな

最低限の施策いうんですか、即やっぱり実行すべきだと思うんですが、その辺の見解

は、全然、どういうふうに思われますか。 

○議長（川本英輔議員） 宮本課長。 

○民生課長（宮本隆一君） 福祉の各種施策については、国の、最低限の生活であれば、

生活保護制度にのっとって生活保護を受けていただくようにしております。 
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  その中で民生課において相談を受け付けるわけなんですが、その中でしっかりと状

況をお聞きして、生活保護に該当するんであれば、直ちに生活保護を受けていただく

と。それに至らなかった場合は、さらに就職をあっせんするとか、そのほかの制度に

つないでいくというようなことをやっていますので、御理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（川本英輔議員） 柚木議員。 

○１０番（柚木 喬議員） この減免制度は前回も１年前の一般質問で言ったんですけ

ども、府中町、海田町でも既に実施されてるんですよ。それで、海田町では水道料金

の福祉減免制度とうたって実施されてるんですよね。本町においては、今、１,４２

０万円が要は単純に生活保護を除く、生活保護ができてるんで、除く金額として提示

されてるんですが、これはやっぱり社会的弱者に対する坂町の私は仮じゃないかと思

う。早うやらなきゃいけんのじゃないかというて思うんですよね。それが物価高の生

活困窮の追い打ちをかけて、やはりこれも、即、これは待ったなしでやっていただき

たいと思うんですが、どのようにお考えですか。 

○議長（川本英輔議員） 宮本課長。 

○民生課長（宮本隆一君） 物価高による生活が苦しいことによる経済対策については、

国のほうでやっていただいとる制度を利用して本町の場合は実施しているわけでござ

いますが、今後も物価高が続くようなことでございますので、今後も国の動向を注視

しながらやっていきたいと思います。 

  その場合は、これまでも経済対策を行っておりますが、坂町の場合、ほかの町より

迅速に対応いたしまして、ほかの町より早く給付を開始しとるということで、職員一

同取り組んでまいりますので、御理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（川本英輔議員） 柚木議員。 

○１０番（柚木 喬議員） 今、施策を実施しないという理由として答弁に挙げられた

社会保障制度、これ、答弁は一連の国の施策を挙げてこられましたよね。それは確か

にそうなんですけども、そこの中に出てこない障害者世帯とか、寝たきり老人世帯に

は何をしてるんですか。 

○議長（川本英輔議員） 宮本課長。 

○民生課長（宮本隆一君） 障害者世帯に対しては障害者自立支援法に基づいて各種の
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支援を行っています。また、高齢者については、介護保険の制度にのっとり各種支援

を行っているところでございます。 

  そのほか、日々、いろんな方が役場の窓口に相談に来られますが、そういった方の

悩み事とか困り事をしっかり聴いて、また新しいほかの支援が必要であれば、そうい

った制度に結びつけたり、また、精神的な支えもやっていけるように心がけてやって

おります。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） 柚木議員。 

○１０番（柚木 喬議員） いわゆる施策を実施しない理由としていろいろと各種こと

をやってきたよいう、非課税世帯云々ですね、全部並べられたんですけど、やはりこ

れちょっと、要は１,４５０万円を社会的な弱者に加えるか、基金に入れるかいうの

の瀬戸際と思うんですよね。なかなか納得いかんと思うんですよね。 

  ちょっと今までの答弁が硬直的ですから言うんですけども、この減免制度は、こう

いうことをちょっと調べてみたんですけど、府中町、海田町とも平成９年に施行され

てるんですよ。平成９年に施行されて、数えれば、まさに２６年こういうことを、多

分途中様々な改正があったと思うんですけども、必ずしも１００％の社会的弱者にな

ってないとは思うんですけど、２６年前からずっとやってるんですよ。うちは知らぬ

ふりいうか、基金に入れ込んだだけで、このことについては、ちょっと言葉は悪いけ

ど、恥を知らなきゃいけないんじゃないかと思うんですよね。残念でしようがないよ

ね、これ。だから、やはり幾らか社会的弱者にちょっと手を差し伸べなきゃいけんと

思うんですが、町長、これ最後にするんですが、その辺は全然力強いコメントはない

ですか。 

○議長（川本英輔議員） 吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 各種国の制度もございますし、また、府中町、海田町がどうい

うふうなことをしておるのかいうことももう一回確認をしながら、やはり坂町ででき

ることはしっかりやっていきたいと、そういう考えでおりますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（川本英輔議員） 以上で、一般質問を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 暫時休憩いたします。 
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  再開は２時２５分とさせていただきます。 

（休憩 午後 ２時１６分） 

（再開 午後 ２時２５分） 

○議長（川本英輔議員） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 日程第２ 議案第４８号「令和４年度坂町一般会計歳入歳出

決算の認定について」、日程第３ 議案第４９号「令和４年度坂町国民健康保険事業

特別会計歳入歳出決算の認定について」、日程第４ 議案第５０号「令和４年度坂町

下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、日程第５ 議案第５１号「令和

４年度坂町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、日程第６ 議案第

５２号「令和４年度坂町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」の５

議案を一括議題といたします。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 異議なし、と認めます。 

  よって、日程第２、議案第４８号から日程第６、議案第５２号までを一括議題とい

たします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 議案第４８号「令和４年度坂町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて」、議案第４９号「令和４年度坂町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について」、議案第５０号「令和４年度坂町下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について」、議案第５１号「令和４年度坂町介護保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について」及び議案第５２号「令和４年度坂町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の認定について」一括して御説明を申し上げます。 

  令和４年度の一般会計決算は、ベイサイドビーチ坂へ新たに整備した物販施設等に

経費を要した中、国・県支出金の活用や地方交付税の増額などにより、実質収支は黒

字決算となりました。 

  歳入歳出決算書の１８１ページをお開きください。 

  歳入総額８３億７,６４６万５,１８７円、歳出総額７６億８,９９８万７,１２２円、
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歳入歳出差引額６億８,６４７万８,０６５円となり、翌年度へ繰り越すべき財源３億

１,７４３万７,１０７円を控除した実質収支額は３億６,９０４万９５８円になりま

した。前年度に比べ、歳入決算額は１,９９８万６,７９７円の増、率にして０.２％

の増となり、歳出決算額は４億８,７８０万８,７２９円の増、率にして６.８％の増

となっております。 

  それでは、歳入につきまして概要を御説明を申し上げます。 

  １５ページの町税は２２億２,２５５万２,０６７円で、前年度に比べ２,５６３万

８,７２８円の増、率にして１.２％の増となりました。また、徴収率は９８.３％と

なっております。 

  ２１ページの地方交付税は１４億８,８５５万９千円で、前年度に比べ２億３,６１

７万２千円の増、率にして１８.９％の増となりました。 

  ２７ページの国庫支出金は、都市防災総合推進事業、子どものための教育・保育給

付事業などの実施により１７億３,５３０万２,２４９円となりました。 

  ５３ページの町債は、町民センター設備改修事業、臨時財政対策債など３億３,２

０８万２千円となりました。 

  次に、歳出につきまして概要を御説明を申し上げます。 

  総務費では、６５ページの財政管理費が、財政調整基金積立金などにより２億１０

３万６,７８０円となっております。 

  民生費では、８９ページの老人福祉費が、広島県後期高齢者医療広域連合療養給付

費、介護保険事業及び後期高齢者医療特別会計への繰出金などにより４億２,４２４

万６,３５５円、９９ページの保育所費が、私立保育園運営費などにより５億４,８７

２万６,５７１円となっております。 

  衛生費では、１０７ページの予防費が、新型コロナウイルスワクチン接種事業など

により２億２,１２８万３,７５８円となっております。 

  商工費では、１２１ページの商工振興費が、ベイサイドビーチ坂物販施設等整備工

事などにより、繰越明許及び事故繰越分を含め６億２,８３６万７,２３０円となって

おります。 

  土木費では、１２５ページの道路新設改良費が、都市防災総合推進事業などにより、

繰越明許及び事故繰越分を含め５億２,３２５万５,１６６円、１３３ページの公共下

水道費が、下水道事業特別会計繰出金により２億４,９２９万５千円となっておりま
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す。 

  教育費では、１４７ページの小学校費及び１５３ページの中学校費におきまして、

各小中学校の施設維持管理及び教育振興に係る経費を合わせ２億１,０１４万３,１５

５円、１６３ページの町民センター費が、町民センター管理事業などにより１億４,

０５２万４,６５３円となっております。 

  災害復旧費では、１７５ページの道路橋梁災害復旧費が、平成３０年７月豪雨の復

旧工事費などにより、繰越明許及び事故繰越分を含め１億６８万９,７００円、１７

７ページの公債費は、平成３０年７月豪雨に係る災害復旧債において、元金償還額が

増加したことにより７億１,９７７万１,９６６円で、前年度に比べ５４.４％の増と

なっております。 

  次に、国民健康保険事業特別会計の決算につきまして御説明を申し上げます。 

  ２０９ページをお開きください。 

  歳入総額１３億３,７６５万２,３４１円、歳出総額１１億５,８６５万７,６５１円、

実質収支額１億７,８９９万４,６９０円となっております。前年度に比べ歳入決算額

は３,５１６万３,８９０円の増、率にして２.７％の増となり、歳出決算額は５０万

４,９３６円の減となっております。 

  歳入では、１９１ページの国民健康保険税が２億４９５万３,７７４円で、前年度

に比べ４％の減となっております。 

  歳出では、１９９ページの保険給付費が８億３,３０３万８,２１９円で、前年度に

比べ２.０％の減となっております。 

  次に、下水道事業特別会計の決算につきまして御説明を申し上げます。 

  ２２９ページをお開きください。 

  歳入総額６億５,１１９万７,００８円、歳出総額６億３,５９６万９,５７２円、翌

年度へ繰り越すべき財源５３万７,８００円を控除した実質収支額は１,４６８万９,

６３６円となっております。前年度に比べ歳入決算額は５,１２１万９,９０８円の減、

率にして７.３％の減となり、歳出決算額は５,９１２万４,６６１円の減、率にして

８.５％の減となっております。 

  歳入では、２１７ページの公共下水道使用料が２億４,４４１万７,８７８円で、前

年度に比べ１.３％の減となっております。 

  歳出では、２２５ページの公債費が３億９,９５３万４,０５８円で、前年度に比べ
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１.９％の減となっております。 

  次に、介護保険事業特別会計の決算につきまして御説明を申し上げます。 

  ２５３ページをお開きください。 

  歳入総額１３億４,８４４万２,７６７円、歳出総額１３億３,０１６万３,５１６円、

実質収支額１,８２７万９,２５１円となっております。前年度に比べ歳入決算額は６

１４万６,０５０円の減、率にして０.５％の減となり、歳出決算額は１,１３０万５,

８３１円の増、率にして０.９％の増となっております。 

  歳入では、２３７ページの保険料が２億５,４２７万７０９円で、前年度に比べ０.

６％の減となっております。 

  歳出では、２４３ページの保険給付費が１１億９,４５０万５,５６８円で、前年度

に比べ０.３％の増となっております。 

  次に、後期高齢者医療特別会計の決算につきまして御説明申し上げます。 

  ２６７ページをお開きください。 

  歳入総額１億９,０７６万１,７０６円、歳出総額１億８,８５４万１,２４９円、実

質収支額２２２万４５７円となっております。前年度に比べ歳入決算額は４８４万１

８９円の増、率にして２.６％の増となり、歳出決算額は３７３万９,６６９円の増、

率にして２.０％の増となっております。 

  歳入では、２６１ページの後期高齢者医療保険料が１億４,７２４万８,４８６円で、

前年度に比べ３.１％の増となっております。 

  歳出では、２６５ページの後期高齢者医療広域連合納付金が１億８,６８１万８,６

３２円で、前年度に比べ１.８％の増となっております。 

  最後になりましたが、今後の行財政運営に当たりましては、監査委員さんの御意見

を尊重し、経費の節減合理化と施策の重点化を図るとともに、中長期的な観点から財

源の年度間調整に留意しつつ、多様な行政需要に対処してまいる所存でございます。 

  御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（川本英輔議員） 続いて、令和４年度坂町決算審査意見書について監査委員か

ら報告を求めます。 

  中川監査委員 

○９番（中川ゆかり議員） 令和４年度坂町決算書の審査報告を行います。 

  地方自治法第２３３条第２項の規定により、令和４年度一般会計、国民健康保険事
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業特別会計、下水道事業特別会計、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計

の歳入歳出決算書及び関係諸書類を審査した結果、次のとおり意見を報告します。 

  審査は、代表監査委員である田村好孝氏及び私、中川ゆかりの２人で実施いたしま

した。 

  審査した期間は令和５年６月２６日から７月２７日まで、実施日数１１日間審査を

行い、審査の着眼点として、１、係数の確認について、決算書と各種の関係諸帳簿及

び証拠書類等を照合し、金額及び計算に偽りがないかどうかについての確認を行いま

した。 

  ２、歳入歳出予算の執行状況、事業の実施状況について、審査に際しては、事業が

予算計上目的に沿って合法的、効果的かつ経済的に執行されているか、会計事務は関

係法規等に準拠して適正になされているか、財産の管理は適正に行われているかにつ

いて審査を行いました。 

  審査の結果、各会計歳入歳出決算書及び附属書類は法令に準拠し、適正に作成され、

これらの係数を関係諸帳簿と照合した結果、全て正確で一致していると認められまし

た。 

  また、予算の執行状況、会計事務の処理についても、関係法令等に遵守し、適正で

あると認められました。 

  以上で、報告を終わります。 

○議長（川本英輔議員） 以上で、説明、報告を終わります。 

  お諮りします。 

  議案第４８号から議案第５２号までの決算認定議案については、坂町議会委員会条

例第５条第１項及び第２項の規定により、議長、監査委員及び欠席議員を除き、委員

の定数を９人とする令和４年度決算審査特別委員会を設置し、審査付託したいと思い

ます。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 異議なし、と認めます。 

  よって、本件は令和４年度決算審査特別委員会を設置し、審査付託することに決定

をいたしました。 

  お諮りします。 
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  ただいま設置されました令和４年度決算審査特別委員会の委員の選任について、坂

町議会委員会条例第６条第２項の規定により、１番折中議員、２番岡村議員、３番縫

部議員、４番池脇議員、５番向田議員、６番末吉議員、８番光岡議員、１０番柚木議

員、１１番奥村議員の９名を指名します。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 異議なし、と認めます。 

  令和４年度決算審査特別委員会の委員の選任については、ただいまの指名のとおり

選任することに決定をいたしました。 

  それでは、ただいまから正副委員長を互選し、議長に報告してください。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 暫時休憩いたします。 

（休憩 午後 ２時４３分） 

（再開 午後 ２時４４分） 

○議長（川本英輔議員） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 正副委員長の互選結果を報告します。 

  委員長に奥村議員、副委員長に光岡議員が選任されました。 

  また、審査日程は９月６日と９月８日の２日間に決定をいたしました。よろしくお

願いいたします。 

  それでは、本日はこれをもって散会とします。 

  再開は、９月１１日午前１０時の予定といたします。 

  お疲れさまでした。 

○議会事務局長（西谷信樹君） 皆様、御起立をお願いいたします。 

（起 立） 

○議会事務局長（西谷信樹君） 互礼。 

（散会 午後２時４４分）  


